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公園施設名
建物
番号

用途 構造 単位 数量 面積（㎡） 摘要

管理施設 21 管理センター（庁舎） 鉄筋コンクリート 棟 １（一部） 1503.00

管理施設 23 車庫 鉄筋コンクリート 棟 １（一部） 108.70

管理施設 62 車庫 プレハブ 棟 １ 33.10

管理施設 102 車庫 鉄筋コンクリート 棟 １ 82.00

管理施設 32 焼却場 鉄筋コンクリート 棟 １ 104.45

管理施設 104 焼却場 鉄筋コンクリート 棟 １ 246.16

管理施設 10 西口管理棟 鉄筋コンクリート 棟 １ 227.34

管理施設 28-2 動物の森管理棟 鉄筋コンクリート 棟 １ 71.19

管理施設 69 動物の森治療棟 鉄筋コンクリート 棟 １ 31.50

管理施設 34 動物の森レストハウス 鉄筋コンクリート 棟 １（一部） 108.00

管理施設 61 子供の広場管理棟 鉄筋コンクリート 棟 １（一部） 91.76

管理施設 70 倉庫 鉄筋コンクリート 棟 １（一部） 267.38

管理施設 81 海の中道駅口管理棟 木造 棟 １（一部） 48.00

管理施設 111 ワンダーワールド口管理棟 木造 棟 １（一部） 97.02

管理施設 114 子供の広場総合案内所 鉄筋コンクリート 棟 １ 106.62

管理施設 127 いこいの森ビジターセンター 木造 棟 １ 676.43

管理施設 135 光と風の広場管理棟 鉄筋コンクリート 棟 １（一部） 324.43

管理施設 135 光と風の広場レクチャー室 鉄筋コンクリート 棟 １（一部） 105.00

管理施設 139 カモ池口管理棟 木造 棟 １（一部） 14.58

管理施設 121 焼却炉棟 鉄骨造 棟 １ 532.00

管理施設 122 仮置場棟 鉄骨造 棟 １ 198.00

管理施設 159 ドッグラン管理棟 木造 棟 １ 44.70

管理施設 環境共生の森活動拠点施設 鉄骨造 棟 １ 173.10

管理施設 動物の森隔離舎 鉄筋コンクリート 棟 １ 498.80

管理施設 森の池エリア利活用拠点施設※ 棟 1 170.00

※平成31年度中に整備予定。建物面積は変更の可能性がある。

　提　供　建　物　一　覧　表
別添３
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海の中道海浜公園管理運営協議会規約 
 
第１条 趣旨 
 本規約は、「海の中道海浜公園管理運営協議会」（以下「協議会」という。）の設置に

ついて必要な事項を定めるものである。 
 
第２条 目的 
 協議会は、海の中道海浜公園において公園施設の管理運営を円滑に行い、適正な公園の

利用促進を図ることを目的とする。（もっぱら公園管理者の権限に属する事項は除く。） 
 
第３条 組織（委員会、管理運営幹事会、各部会） 
 協議会の会議は、委員会及び管理運営幹事会、各部会とする。(別紙、組織図参照) 
 
第４条 委員会 
１．委員は、海の中道海浜公園の管理運営に従事する各組織の長をもって充てる。 

・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所    所長 
・海の中道管理センター               センター長 
・マリンワールド PFI株式会社/株式会社 海の中道海洋生態科学館  

代表取締役社長 
・株式会社海の中道海洋生態科学館           館長 
・株式会社海の中道リゾート             総括責任者  
・株式会社Plan・Do・See ザ・ルイガンズ        ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
・株式会社ササキコーポレーション 海の中道マリーナ＆テニス 支配人 
・海の中道 青少年海の家               所長 

２．委員会には、オブザーバーとして下記の者が参加できるものとする。 
・幹事長 
・各部会長 
・海の中道管理センター  収益事業課業務責任者 
・海の中道管理センター   収益事業課ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
・合同会社 sprout forest 海の中道マリーナ＆テニス 代表 
・その他会長が必要と認めた者 

３．会長は九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所長とする。 
４．会長は協議会の円滑な運営と進行を総括する。 
５．事務局は、九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所調査設計課に置く。 
６．事務局は各機関より提出される資料を取りまとめ、委員会に提出する。 

 
 
 
 
 

別添５ 
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第５条 議事及び開催日 
１．委員会は前条の目的を達成するため、次の内容が円滑に行えるように連絡調整する。 
・幹事会、各部会の報告及び協議事項の承認 
・各機関の実績報告、提案 
・その他検討事項 

２．委員会開催は、毎月第１水曜日及び第４水曜日開催を基本とする。 
 
第６条 管理運営幹事会 
１ 委員会に提案する事項の協議及び調整、次条に定める各部会の活動の進行管理等を

行うために管理運営幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。 
２ 幹事会は各機関の実務担当者で組織し、情報の共有化を図ると共に、委員会に提出

する議題（報告、提案など）を活発に議論し、問題点の抽出や具体化案の検討を行い、

委員会に諮るものとする。また、委員会より諮問が有った場合は検討し回答する。 
３ 幹事会は下記のメンバーで構成するものとするが、議題によっては必要な者がオブ

ザーバーとして適宜出席出来るものとする。     
・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 総務課長 
・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 工務課長 
・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 調査設計課長 
・海の中道管理センター            総務課長 
・海の中道管理センター            企画課長 
・海の中道管理センター            植物管理課長 
・海の中道管理センター            施設設備管理課長 
・海の中道管理センター            動物管理課業務責任者 
・海の中道管理センター            収益事業課業務責任者 
・海の中道管理センター                  収益事業課ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
・株式会社海の中道海洋生態科学館          総務部長   
・株式会社Plan・Do・See ザ・ルイガンズ     総務マネージャー     
・株式会社ササキコーポレーション 海の中道マリーナ＆テニス 支配人 

   ・合同会社sprout forest                代表 
・海の中道 青少年海の家              総務部マネージャー 

４ 幹事長は九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所調査設計課長とする。 
５ 開催日は毎月第３水曜日を基本とするが、代表幹事が必要と認めた場合は適宜開催

することとする。 
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第７条 部会 
１ 委員会及び幹事会に提案する事項について実務的な視点を踏まえ、専門的に協議を

行うため以下の３部会を設置する。なお、海の中道海浜公園の運営管理において社会

的背景等により、会長が必要と判断し、委員会で承認が得られた場合に限り特別部会

を設置できるものとする。 
         ・利用促進部会 
     ・サービス向上部会 
         ・施設管理保全部会 
２ 各部会の目的及び活動内容については次条から第10条までに定める。 

 
第８条 利用促進部会 
１ 利用促進部会は各機関の広報担当者で組織し、海の中道海浜公園における広報や

催事についての情報を共有化し、効率的かつ効果的な広報を検討し公園の利用促進

及び公園事業の啓発普及を図ることを目的とする。 
２ 利用促進部会は広報及び催事等利用促進に関する事項を討議し決定する。 

なお、討議内容及び決定事項は委員会に報告するものとし、必要に応じ幹事会と

協議、調整を図るものとする。なお、委員会より諮問が有った場合は検討し回答す

る。 
３ 利用促進部会は下記のメンバーで構成する。 

・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所  管理係長 
・海の中道管理センター                 企画課長 
・海の中道管理センター                 広報係長 
・海の中道管理センター                 企画係長 
・海の中道管理センター                 収益事業係長 
・海の中道管理センター             収益事業課ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
・株式会社海の中道海洋生態科学館       営業課長 
・株式会社Plan・Do・See ザ・ルイガンズ     セールスマネージャー      
・株式会社ササキコーポレーション 海の中道マリーナ＆テニス  

ハーバーマスター 
・海の中道 青少年海の家            事業部マネージャー 

４ 利用促進部会長は九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所管理係長とする。 
５ 開催日は毎月第２水曜日を基本とするが、利用促進部会長が必要と認めた場合は

適宜開催することとする。 
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 第９条 サービス向上部会 
１ サービス向上部会は公園に配置されたスタッフのサービス（接遇面）をより充実

させることにより、利用者の満足度の増進と公園全体の印象を向上させ、公園需要

への対応等を一層的確に行うことを目的とする。 
２ 公園全体の統一テーマや各機関職場単位の目標テーマを定め、達成状況や課題等

を整理し、委員会へ報告するとともに、委員会において取り組み状況を評価し、必

要なものは改善等行い、サービスの向上・充実を図る。 
３ サービス向上部会は下記のメンバーで構成する。 

・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 総務課長 
・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 総務係長 
・海の中道管理センター            総務課長 
・海の中道管理センター            総務経理係長 
・株式会社海の中道海洋生態科学館       営業課長 
・株式会社Plan・Do・See ザ・ルイガンズ     総務マネージャー      
・株式会社ササキコーポレーション 海の中道マリーナ＆テニス  

ハーバースタッフ 
      ・海の中道 青少年海の家           事業部マネージャー 
４ サービス向上部会長は九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所総務課長とす

る。 
５ 開催日は毎月第２水曜日を基本とするが、サービス向上部会長が必要と認めた場

合は適宜開催することとする。 
 
第10条 施設管理保全部会 
１ 施設管理保全部会は、公園内の施設における「点検の手法」、「機能補修・更新

計画の立案」等、公園全体で統一的に行動目標を定め、委員会に提案していき、公

園管理の明確化及び調整を行い運営の向上を図るものである。 
２ 施設管理保全部会は下記のメンバーで構成するが、必要に応じて必要な者がオブ

ザーバーとして適宜出席出来るものとする。 
・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 工務課長 
・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所  建設監督官（土木） 
・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所  建設監督官（営繕） 
・九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 工務係長 
・海の中道管理センター            施設設備管理課長 
・海の中道管理センター               収益事業課ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
・株式会社海の中道海洋生態科学館       施設管理部長 
・株式会社Plan・Do・See ザ・ルイガンズ     施設管理責任者           
・株式会社ササキコーポレーション 海の中道マリーナ＆テニス 修理担当課長 
・海の中道 青少年海の家           保守管理 

３ 施設管理保全部会長は九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所工務課長とす

る。 
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４ 開催日は毎月第２水曜日を基本とするが、施設管理保全部会長が必要と認めた場

合は適宜開催することとする。 
 
第11条 特別部会 
１ メンバーは、各組織より担当者を選定し、委員会の承認後決定する。なお、必要

な者が適宜出席できるものとする。 
２ 特別部会長は会長が選定し、委員会の承認後決定する。 
３ 部会は、特別部会長の判断により、適宜開催することとする。 

 
第12条 雑則 

この規約に定めるもののほか、協議会運営に関して必要な事項は、会長が委員会

に諮って定める。 
 
第13条  この規約は、2018年４月１日から施行する。 
 
 
   海の中道海浜公園管理運営協議会 組織図 
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機械器具名 物品番号 規　　格 単位 数量 提供年月日

いす 1.1683.1.101.001.011ロビー用 個 16 H25.4.1 ～

印字器 1.1683.1.103.005.000点字プリンター（TP2000L） 個 1 H25.4.1 ～

雑医療器具 1.1704.1.105.007.000自動体外式除細動器 個 1 H25.4.1 ～

キャリングケース 1.1683.1.105.007.000自動体外式除細動器用 個 1 H25.4.1 ～

自動体外式除細動器（ｹｰｽ付） 1.1683.1.105.007.000 個 2 H25.4.1 ～

自動うがい機 1.1683.1.106.009.000ｱﾙﾎｰｽＧＬ型 個 1 H25.4.1 ～

雑衛生機器 1.1683.1.106.025.000自動手指消毒器 個 4 H25.4.1 ～

雑音響機器 1.1683.1.107.042.000バットディテクター 個 5 H25.4.1 ～

雑計算機 1.1683.1.113.046.000ﾛｰﾚﾙＬＣＳ10 個 1 H25.4.1 ～

雑計算機（硬貨選別機） 1.1683.1.113.046.000ﾛｰﾚﾙＬＣＳ10 個 2 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1683.1.113.046.000貨幣計算機(ｺｲﾝｿｰﾀｰSCS-100 個 1 H25.4.1 ～

台車 1.1683.1.117.001.000ハンドル折りたたみ式 個 2 H25.4.1 ～

収納台車 1.1683.1.117.004.000折りたたみ机用 個 2 H25.4.1 ～

収納台車 1.1683.1.117.004.001パイプ椅子用 個 2 H25.4.1 ～

望遠鏡 1.1683.1.122.001.000フィールドスコープ　50㎜ 個 5 H25.4.1 ～

双眼鏡 1.1683.1.122.002.00036㎜　８倍　防水 個 10 H25.4.1 ～

三脚 1.1683.1.122.011.000フィールドスコープ用 個 5 H25.4.1 ～

雑写真光学機器 1.1683.1.122.055.000監視カメラ（野外観察用） 個 2 H25.4.1 ～

書庫 1.1683.1.123.001.000 個 1 H25.4.1 ～

書庫 1.1683.1.123.001.000上置き　オープン棚 個 1 H25.4.1 ～

書庫 1.1683.1.123.001.000下置き　ガラス両開き戸 個 1 H25.4.1 ～

机（角型） 1.1683.1.135.007.000Ｔ字脚1500×750㎜ 個 1 H25.4.1 ～

雑机 1.1683.1.135.021.000 個 1 H25.4.1 ～

雑ついたて 1.1683.1.137.026.000PP-E1215 個 4 H25.4.1 ～

テント 1.1683.1.143.005.000ワンタッチ設置式 個 2 H25.4.1 ～

ホワイトボード 1.1683.1.145.007.000回転式 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫 1.1683.1.149.002.033×3　引き違い 個 1 H25.4.1 ～

ロッカー 1.1683.1.149.003.000９人用 個 2 H25.4.1 ～

硬貨計数機 1.1683.1.152.091.007ﾛｰﾚﾙＵＭＳ-10 個 2 H25.4.1 ～

紙幣計算機 1.1683.1.152.091.007ﾛｰﾚﾙＮＣ-1500 個 3 H25.4.1 ～

いす 1.1704.1.101.001.00ｳﾁﾀﾞT-18 個 1 H25.4.1 ～

いす 1.1704.1.101.001.00小型回転(ﾗｲｵﾝSC-222 個 2 H25.4.1 ～

いす 1.1704.1.101.001.000ｳﾁﾀﾞハイバック 個 2 H25.4.1 ～

いす 1.1704.1.101.001.000 個 10 H25.4.1 ～

いす 1.1704.1.101.001.000木製ﾍﾞﾝﾁＷ1480*Ｄ1480*Ｈ398 個 3 H25.4.1 ～

いす 1.1704.1.101.001.000ｳﾁﾀﾞＪＡ-10 個 2 H25.4.1 ～

いす 1.1704.1.101.001.000ベビーチェア 個 12 H25.4.1 ～

いす 1.1704.1.101.001.000授乳椅子（一人がけ） 個 3 H25.5.29 ～

いす 1.1704.1.101.001.000授乳ベンチ（二人がけ） 個 2 H25.5.29 ～

いす 1.1704.1.101.001.005長型 個 3 H25.4.1 ～

いす（ﾛﾋﾞｰ用） 1.1704.1.101.001.0113連式 個 2 H25.4.1 ～

いす(応接用（一人用） 1.1704.1.101.001.013ウチダRP-14 個 1 H25.4.1 ～

いす（肘付回転） 1.1704.1.101.002.00肘付・ﾄﾖ1-3384V 個 3 H25.4.1 ～

いす（肘付回転） 1.1704.1.101.002.00ｳﾁﾀﾞED-563 個 1 H25.4.1 ～

いす（肘付回転） 1.1704.1.101.002.00ｳﾁﾀﾞJF260・202-3704 個 7 H25.4.1 ～

いす（肘付回転） 1.1704.1.101.002.000ｺｸﾖCR-G422F5JP59W 個 4 H25.4.1 ～

雑印刷機（ラミネータ） 1.1704.1.102.008.000ＬＰＶ6507 個 1 H25.4.1 ～

ｲﾒｰｼﾞｽｷｬﾅ 1.1704.1.103.014.000ｴﾌﾟｿﾝ　GT9000 個 1 H25.4.1 ～

プリンタ(OKIﾌﾟﾘﾝﾀｰ 1.1704.1.103.017.00MICROLINE1032PS 個 4 H25.4.1 ～

雑印字器具(ナンバリング 1.1704.1.103.018.00ﾗｲｵﾝ・M-32D 個 1 H25.4.1 ～

提　供　機　械　器　具　一　覧　表
別添６
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機械器具名 物品番号 規　　格 単位 数量 提供年月日

血圧計 1.1704.1.105.001.00 HEM802F 個 1 H25.4.1 ～

雑医療器具 1.1704.1.105.002.000人口蘇生機 個 1 H25.4.1 ～

雑医療器具 1.1704.1.105.002.000診察台 個 1 H25.4.1 ～

雑医療器具 1.1704.1.105.002.000余剰ｶﾞｽ排除装置 個 1 H25.4.1 ～

雑医療器具 1.1704.1.105.002.000介護箱（保育付） 個 1 H25.4.1 ～

雑医療器具 1.1704.1.105.002.000診察台 個 1 H25.4.1 ～

下駄箱 1.1704.1.105.002.000１２人用（ナイキ 個 1 H25.4.1 ～

雑医療器具 1.1704.1.105.002.000診察台(KC-230 個 1 H25.4.1 ～

雑医療器具 1.1704.1.105.004.000車椅子 個 12 H25.4.1 ～

雑車 1.1704.1.105.004.000車椅子 個 10 H25.4.1 ～

車椅子 1.1704.1.105.004.000自操式 個 8 H25.4.1 ～

電動車椅子 1.1704.1.105.005.000ﾔﾏﾊﾒｲﾄ 個 5 H25.4.1 ～

電動車椅子 1.1704.1.105.005.000ﾔﾏﾊﾒｲﾄ 個 3 H25.4.1 ～

電動車椅子 1.1704.1.105.005.000介護者兼用 個 4 H25.4.1 ～

電動車椅子 1.1704.1.105.005.000 個 3 H25.4.1 ～

煮沸消毒器 1.1704.1.106.001.00KM-86-1 個 1 H25.4.1 ～

空気清浄機(脱臭機ｶﾞｽﾄﾙ 1.1704.1.106.005.00G-1-S 個 1 H25.4.1 ～

噴霧器 1.1704.1.106.014.000日立・BS-2100 個 1 H25.4.1 ～

噴霧器 1.1704.1.106.014.000VSC4510 個 1 H25.4.1 ～

手指消毒器 1.1704.1.106.025.00ｻﾗﾔHC-210C 個 2 H25.4.1 ～

ラジオカセット 1.1704.1.107.002.000technics RS-TR4750個 1 H25.4.1 ～

テレビ 1.1704.1.107.003.000ﾊﾟﾅｿﾆｯｸＴＨ-14ＲＦ2 個 1 H25.4.1 ～

テレビ 1.1704.1.107.003.000東芝15ＺＲ5 個 2 H25.4.1 ～

テレビ（32型） 1.1704.1.107.003.000ＣＴ90070←リモコンの型式番号 個 1 H25.4.1 ～

テレビ（32型） 1.1704.1.107.003.000ﾋﾞｸﾀｰ　1500i 個 1 H25.4.1 ～

テレビ 1.1704.1.107.003.000ｶﾗｰ 個 1 H25.4.1 ～

テレビ 1.1704.1.107.003.000液晶(東芝32C3500 個 1 H25.4.1 ～

レシーバー 1.1704.1.107.011.000パナソニック 個 1 H25.4.1 ～

ビデオデッキ（BS内臓） 1.1704.1.107.012.000東芝ＲＭ-Ｂ11 個 1 H25.4.1 ～

ビデオデッキ（DVD・VHS一体型） 1.1704.1.107.012.000ﾋﾞｸﾀｰ　HR-DS1 個 1 H25.4.1 ～

アンプ(PAｾｯﾄ1式 1.1704.1.107.013.00UNI-PEX 個 1 H25.4.1 ～

アンプ(CDｶｾｯﾄ付ﾜｲﾔﾚｽ 1.1704.1.107.013.00WA-852D 個 1 H25.4.1 ～

アンプ 1.1704.1.107.013.000UNI-PEX 個 1 H25.4.1 ～

ワイヤレスアンプ 1.1704.1.107.015.00800MHz・WX-282C 個 1 H25.4.1 ～

ワイヤレスアンプ 1.1704.1.107.015.000 個 1 H25.4.1 ～

ワイヤレスアンプ 1.1704.1.107.015.000 個 1 H25.4.1 ～

ワイヤレスマイク 1.1704.1.107.016.00800MHz・WX-4100A 個 1 H25.4.1 ～

ワイヤレスマイク 1.1704.1.107.016.00800MHz・WX-4300A 個 1 H25.4.1 ～

ワイヤレスマイク 1.1704.1.107.016.00HM-1000 個 1 H25.4.1 ～

ワイヤレスマイク 1.1704.1.107.016.00WM-8400 個 1 H25.4.1 ～

ワイヤレスマイク(ﾂｰﾋﾟｰｽ 1.1704.1.107.016.00WM-8100 個 1 H25.4.1 ～

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 1.1704.1.107.016.000 個 2 H25.4.1 ～

スピーカー 1.1704.1.107.017.000 個 2 H25.4.1 ～

スピーカースタンド 1.1704.1.107.018.000 本 2 H25.4.1 ～

MDﾌﾟﾚｰﾔｰ 1.1704.1.107.047.000SONY　MD　DECK　MDS-D500個 1 H25.4.1 ～

ＤＶＤレコーダー 1.1704.1.107.049.000ﾊﾟﾅｿﾆｯｸＤＭＲ-200Ｈ 個 1 H25.4.1 ～

ＤＶＤレコーダー 1.1704.1.107.049.000三菱ＤＶＲ-ＨＳ315 個 1 H25.4.1 ～

ＤＶＤレコーダー 1.1704.1.107.049.000東芝ＲＤ-ＸＹ44 個 1 H25.4.1 ～

ブルーレコーダー 1.1704.1.107.057.000パナソニック　DMRBZT600 台 1 H25.4.1 ～

ジュラルミンケース 1.1704.1.108.007.00A型・450×383×215 個 1 H25.4.1 ～

雑鞄 1.1704.1.108.009.00医療バック 個 1 H25.4.1 ～

金庫 1.1704.1.110.001.00片開き(ｲﾄｰｷ方開N86 個 1 H25.4.1 ～

金庫 1.1704.1.110.001.00片開き(ｲﾄｰNO503 個 1 H25.4.1 ～
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機械器具名 物品番号 規　　格 単位 数量 提供年月日

金庫(片開き 1.1704.1.110.001.00 耐火庫・くまひらRX-63D個 1 H25.4.1 ～

金庫 1.1704.1.110.001.002片開き・SSE 個 1 H25.4.1 ～

金庫 1.1704.1.110.001.002片開き・KS-50E-F 個 1 H25.4.1 ～

金庫 1.1704.1.110.001.002片開き・KMX-20SDA 個 1 H25.4.1 ～

はかり 1.1704.1.112.001.00上皿天秤 個 1 H25.4.1 ～

電子はかり(天秤 1.1704.1.112.002.000EK-320HR 個 1 H25.4.1 ～

雑計算機 1.1704.1.113.011.000ｶｼｵﾚｼﾞｽﾀｰ　DL-1837 個 2 H25.4.1 ～

ソフトウェア 1.1704.1.113.019.000イラストレーター 個 1 H25.4.1 ～

ソフトウェア 1.1704.1.113.019.000券面編集ソフト 個 1 H26.3.25 ～

雑計算機（紙幣対応） 1.1704.1.113.046.000ﾛｰﾚﾙＦ1000 個 1 H25.4.1 ～

雑計算機 1.1704.1.113.046.000ＤＣ-8 個 2 H25.4.1 ～

万力（卓上型） 1.1704.1.114.010.000 個 10 H25.4.1 ～

万力 1.1704.1.114.010.000 個 4 H25.4.1 ～

電気のこぎり 1.1704.1.114.011.000バンドソーHITACHICB18FA3個 1 H27.1.19 ～

雑工作機器 1.1704.1.115.004.000ﾍﾞﾙﾄｻﾝﾀﾞ 個 2 H25.4.1 ～

雑工作機器 1.1704.1.115.004.000電動水砥ぎ機RS205A 個 1 H25.4.1 ～

雑工作機器 1.1704.1.115.004.000変速ｼﾞｸﾞｿｰJ-65V 個 1 H25.4.1 ～

雑工作機器 1.1704.1.115.004.000糸鋸盤　AF2 個 5 H25.4.1 ～

雑工作機器 1.1704.1.115.004.000卓上帯鋸盤Cut-350 個 2 H25.4.1 ～

雑工作機器 1.1704.1.115.004.000木工小型集じん機410 個 1 H25.4.1 ～

下駄箱 1.1704.1.116.001.00６人用（ナイキ 個 1 H25.4.1 ～

下駄箱 1.1704.1.116.001.00６人用(ｺｸﾖSL-6AY 個 1 H25.4.1 ～

下駄箱 1.1704.1.116.001.000２０人用 個 4 H25.4.1 ～

食器棚 1.1704.1.116.002.000900*440*1800 個 2 H25.4.1 ～

書架 1.1704.1.116.004.000 個 1 H25.4.1 ～

入札箱 1.1704.1.116.014.00ｱｸﾘﾙ製 個 1 H25.4.1 ～

雑誌架(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ 1.1704.1.116.017.00750×1600×300 個 3 H25.4.1 ～

雑誌架(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｽﾀﾝﾄﾞ 1.1704.1.116.017.00800×800×600 個 3 H25.4.1 ～

雑誌架(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ 1.1704.1.116.017.00750×1000×300 個 1 H25.4.1 ～

雑誌架(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ 1.1704.1.116.017.00ｺｸﾖZR-DS184 個 1 H25.4.1 ～

雑誌架(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ 1.1704.1.116.017.00ｺｸﾖZR-DS185 個 1 H25.4.1 ～

雑誌架 1.1704.1.116.017.000 個 4 H25.4.1 ～

雑誌架 1.1704.1.116.017.000 個 1 H25.4.1 ～

雑誌架 1.1704.1.116.017.000 個 2 H25.4.1 ～

サイドワゴン 1.1704.1.116.033.00器械台・手すり付 個 1 H25.4.1 ～

サイドワゴン 1.1704.1.116.033.00回診車(PI-58 個 1 H25.4.1 ～

陳列ケース 1.1704.1.116.034.00カウンターケース 個 2 H25.4.1 ～

陳列ケース（ショーケース 1.1704.1.116.034.00傾斜ケース 個 1 H25.4.1 ～

陳列ケース 1.1704.1.116.034.00傾斜ケース 個 1 H25.4.1 ～

陳列ケース 1.1704.1.116.034.00傾斜・180×50×120 個 2 H25.4.1 ～

雑棚（展示ﾎｰﾙ） 1.1704.1.116.036.000 個 3 H25.4.1 ～

台車 1.1704.1.117.001.000ＤＬＡ-ＤＩＡ 個 1 H25.4.1 ～

リヤカー 1.1704.1.117.005.004尺大型 個 3 H25.4.1 ～

リヤカー 1.1704.1.117.005.00ｱﾙｶｰﾄ（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ付 個 4 H25.4.1 ～

リヤカー 1.1704.1.117.005.00ｱﾙｶｰﾄ 個 3 H25.4.1 ～

リヤカー（積載荷重100㎏） 1.1704.1.117.005.000 個 2 H25.4.1 ～

リヤカー（折りたたみ式） 1.1704.1.117.005.000 個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ｽｽﾞｷLet'sⅡ） 1.1704.1.119.002.000福岡市東あ362 個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ｽｽﾞｷLet'sⅡ） 1.1704.1.119.002.000福岡市東あ364 個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ｽｽﾞｷLet'sⅡ） 1.1704.1.119.002.000福岡市東あ367 個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ｽｽﾞｷMOLLeT） 1.1704.1.119.002.000福岡市東あ401 個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ｽｽﾞｷMOLLeT） 1.1704.1.119.002.000福岡市東あ402 個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ｽｽﾞｷMOLLeT） 1.1704.1.119.002.000福岡市東あ410 個 1 H25.4.1 ～
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機械器具名 物品番号 規　　格 単位 数量 提供年月日

原動機付自転車（ﾎﾝﾀﾞＧａｎｏｐｙ）1.1704.1.119.002.000 福岡市東は4473個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ﾎﾝﾀﾞＴｏday） 1.1704.1.119.002.000福岡市東は4474 個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ﾎﾝﾀﾞＴｏday） 1.1704.1.119.002.000福岡市東は4475 個 1 H25.4.1 ～

原動機付自転車（ﾎﾝﾀﾞＴｏday） 1.1704.1.119.002.000福岡市東は4476 個 1 H25.4.1 ～

コンプレッサー 1.1704.1.120.021.000 個 1 H25.4.1 ～

寝台 1.1704.1.121.004.000 個 1 H25.4.1 ～

寝台 1.1704.1.121.044.00ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ・BC-105N 個 1 H25.4.1 ～

望遠鏡 1.1704.1.122.001.000GEOMA-80-A 個 4 H25.4.1 ～

顕微鏡 1.1704.1.122.003.00ｵﾘﾝﾊﾟｽ左眼BHF323 個 1 H25.4.1 ～

顕微鏡 1.1704.1.122.003.00ﾆｺﾝﾌｧｰﾌﾞﾙ 個 1 H25.4.1 ～

レンズ 1.1704.1.122.023.00018-55㎜ 個 1 H25.4.1 ～

レンズ 1.1704.1.122.023.00055-200㎜ 個 1 H25.4.1 ～

拡大鏡(ﾙｰﾍﾟ 1.1704.1.122.033.00ﾛｰﾃﾞﾝｽﾄｯｸﾙｰﾍﾟ・3X 個 1 H25.4.1 ～

顕微鏡用写真撮影装置(ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ 1.1704.1.122.048.00ｵﾘﾝﾊﾟｽｶﾒﾗﾚﾝｽﾞ付 個 1 H25.4.1 ～

デジタルカメラ 1.1704.1.122.061.00FINEPIX2900Z 個 1 H25.4.1 ～

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 1.1704.1.122.061.000ｷｬﾉﾝ　IXY 個 4 H25.4.1 ～

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ（一眼ﾚﾌ） 1.1704.1.122.061.000CANON DIGITAL X 個 1 H25.4.1 ～

デジタルカメラ 1.1704.1.122.061.000Canon EOS8000D 個 1 H28.6.20

デジタルビデオカメラ 1.1704.1.122.068.000ｿﾆｰＤＣＲ-ＤＶＤ403 個 1 H25.4.1 ～

デジタルビデオカメラ 1.1704.1.122.068.000ソニー　HDRCX560VB 台 1 H25.4.1 ～

書庫 1.1704.1.123.001.000ＵＨ-Ｓ11Ｆ1 個 9 H25.4.1 ～

掃除機（集じん機） 1.1704.1.125.001.000SMV-101ATLⅡ 個 2 H25.4.1 ～

掃除機 1.1704.1.125.001.000東芝VCS960 個 1 H25.4.1 ～

ゴミ収集箱 1.1704.1.125.016.00ﾘｻｲｸﾙﾊｳｽ101号・ｶﾝ太 個 1 H25.4.1 ～

ゴミ収集箱 1.1704.1.125.016.000缶瓶・普通ゴミ用 個 2 H25.4.1 ～

洗濯機（全自動7㎏） 1.1704.1.126.003.000 個 1 H25.4.1 ～

洗濯機（全自動5㎏） 1.1704.1.126.003.000 個 1 H25.4.1 ～

洗濯機 1.1704.1.126.003.000三洋AWDE105ZA 個 3 H25.4.1 ～

衣類乾燥機（4㎏ﾕﾆｯﾄ台付） 1.1704.1.126.004.000 個 1 H25.4.1 ～

透写台 1.1704.1.129.005.002×3 個 1 H25.4.1 ～

PH残留塩素計 1.1704.1.130.097.00プルポン 個 1 H25.4.1 ～

PH残留塩素計 1.1704.1.130.097.00ﾌﾟﾛﾎﾟﾝ 個 1 H25.4.1 ～

漏水感知器 1.1704.1.130.181.000NJK-180A 個 1 H25.4.1 ～

ルームエアコン（ｸｰﾗｰ 1.1704.1.133.004.00三菱重工・SRK-182 個 1 H25.4.1 ～

加湿器 1.1704.1.133.006.00ﾅｼｮﾅﾙFE14KFS 個 2 H25.4.1 ～

ファンヒーター（石油 1.1704.1.133.008.00ﾅｼｮﾅﾙ・OH-30A 個 1 H25.4.1 ～

ファンヒーター（石油 1.1704.1.133.008.00ﾅｼｮﾅﾙ・OH-30A 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.00東芝GR-A15AH 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.00東芝GR-K15AT 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.00ﾅｼｮﾅﾙNR-B17T 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.00富士通ER-L22E 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.00富士通ER-L22E-V 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.00ｼｬｰﾌﾟSJ-23D 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.000東芝ＧＲ-ＨＢ30Ａ 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.000ﾅｼｮﾅﾙＮＲ-Ｂ13Ｔ3 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.000ﾅｼｮﾅﾙＮＲ-Ｆ46Ｋ2-Ｈ 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.000三菱MRCU33M(W) 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.000３ドア　３４５Ｌ 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.000東芝ＧＲ535ＭＶ 個 1 H25.4.1 ～

冷蔵庫 1.1704.1.134.001.000東芝　GR38ZV 台 1 H25.4.1 ～

炊飯器 1.1704.1.134.003.00ﾀｲｶﾞｰJNO-A360 個 1 H25.4.1 ～

湯沸器 1.1704.1.134.005.00RUS51TT 個 1 H25.4.1 ～

食器戸棚(ｵﾌｨｰｽｷｯﾁﾝ 1.1704.1.134.046.000ﾄﾖｾｯﾄGS-S750R 個 1 H25.4.1 ～
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机（両袖） 1.1704.1.135.001.00 両袖2号・E-2 個 1 H25.4.1 ～

机（両袖） 1.1704.1.135.001.00両袖・ｲﾅﾊﾞE-2号 個 2 H25.4.1 ～

机（両袖） 1.1704.1.135.001.00ｳﾁﾀﾞ188B型 個 1 H25.4.1 ～

机（両袖） 1.1704.1.135.001.00ｳﾁﾀﾞGX-L 個 1 H25.4.1 ～

机（両袖） 1.1704.1.135.001.00ｳﾁﾀﾞS-168・505-0168 個 2 H25.4.1 ～

机（両袖） 1.1704.1.135.001.00ｳﾁﾀﾞS-168・505-0168 個 1 H25.4.1 ～

両袖机 1.1704.1.135.001.000 個 5 H25.4.1 ～

机（片袖） 1.1704.1.135.002.00ｺｸﾖSD-BS1171F 個 3 H25.4.1 ～

机（片袖） 1.1704.1.135.002.00机（片袖）W-168 個 1 H25.4.1 ～

机（片袖） 1.1704.1.135.002.00机（片袖）W-148 個 2 H25.4.1 ～

片袖机 1.1704.1.135.002.000 個 2 H25.4.1 ～

片袖机 1.1704.1.135.002.000W-148 個 20 H25.4.1 ～

机（片袖） 1.1704.1.135.002.000ｺｸﾖSD-MXZ117V3W 個 4 H25.4.1 ～

机（片袖） 1.1704.1.135.002.000ﾄﾖｾｯﾄCSE-1876HCG 個 1 H25.4.1 ～

机（平） 1.1704.1.135.003.000 個 20 H25.4.1 ～

机（平） 1.1704.1.135.003.000Ｗ3200*Ｄ1600*Ｈ700 個 1 H25.4.1 ～

机（OA用）（ワープロデスク 1.1704.1.135.004.00WP-30 個 1 H25.4.1 ～

丸机 1.1704.1.135.006.000 個 2 H25.4.1 ～

応接用(ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 1.1704.1.135.008.000ｳﾁﾀﾞP14型 個 1 H25.4.1 ～

机（会議用） 1.1704.1.135.009.00ﾗｲｵﾝ493-29 個 1 H25.4.1 ～

机（会議用） 1.1704.1.135.009.00ﾗｲｵﾝ493-29・vt1875 個 1 H25.4.1 ～

机（会議用） 1.1704.1.135.009.0001800*600 個 23 H25.4.1 ～

机（会議用）（卓子 1.1704.1.135.009.000ITO・SF-2T 個 14 H25.4.1 ～

机（会議用） 1.1704.1.135.009.000楠ﾃｰﾌﾞﾙ 個 1 H25.4.1 ～

机（わき） 1.1704.1.135.010.00ｳﾁﾀﾞ378-2203 個 1 H25.4.1 ～

机（わき） 1.1704.1.135.010.000ｺｸﾖSD-MXZ47EV4W 個 1 H25.4.1 ～

机（作業用） 1.1704.1.135.011.00ｳﾁﾀﾞ383-8185 個 1 H25.4.1 ～

机（作業用） 1.1704.1.135.011.00ｳﾁﾀﾞ378-2260 個 1 H25.4.1 ～

演卓 1.1704.1.135.019.000 個 1 H25.4.1 ～

食卓 1.1704.1.135.020.000全天候型木製テーブル 個 26 H25.4.1 ～

食卓 1.1704.1.135.020.000ステンレステーブル 個 18 H25.4.1 ～

ワゴン 1.1704.1.135.023.00ｳﾁﾀﾞWJ-4S 個 20 H25.4.1 ～

ワゴン(PC 1.1704.1.135.023.00ｳﾁﾀﾞ2型 個 12 H25.4.1 ～

ワゴン(PC 1.1704.1.135.023.00ｳﾁﾀﾞ2S型 個 14 H25.4.1 ～

ワゴン（机用） 1.1704.1.135.023.000Ｗ400*Ｄ600*Ｈ610 個 4 H25.4.1 ～

ワゴン 1.1704.1.135.023.000ｺｸﾖSD-MXZ46AF11 個 2 H25.4.1 ～

無線電話装置（携帯用） 1.1704.1.136.001.000NBB-465 個 6 H25.4.1 ～

無線電話装置（車載用） 1.1704.1.136.001.000ﾊﾞﾈｯﾄ、ｴｽﾃｨﾏ 個 2 H25.4.1 ～

衝立 1.1704.1.137.004.0002連 個 1 H25.4.1 ～

衝立 1.1704.1.137.004.0003連 個 1 H25.4.1 ～

雑台 1.1704.1.137.006.000おむつ交換用 個 1 H25.4.1 ～

雑台 1.1704.1.137.006.000ファクシミリ台(FS-10 個 1 H25.4.1 ～

テレビ台（木製、棚板4枚） 1.1704.1.137.010.000ﾜｶﾂｷ製 個 1 H25.4.1 ～

雑ついたて(ﾛｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 1.1704.1.137.026.00ｳﾁﾀﾞS-1375C 個 6 H25.4.1 ～

雑ついたて(ﾛｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 1.1704.1.137.026.00ｳﾁﾀﾞS-130SC 個 9 H25.4.1 ～

雑ついたて 1.1704.1.137.026.000アコーディオンスクリーン 個 2 H25.5.29 ～

ついたて 1.1704.1.137.044.00鋼製(KP-54 個 2 H25.4.1 ～

発電機 1.1704.1.138.092.000HONDA inverterEU24i個 2 H25.4.1 ～

タイマー 1.1704.1.139.003.000ｾｲｺｰｽﾎﾟｰﾂﾀｲﾏｰ 個 2 H25.4.1 ～

タイムレコーダー(ﾀｲﾑﾊﾟｯｸ 1.1704.1.139.004.000ｱﾏﾉ 個 1 H25.4.1 ～

タイムレコーダー 1.1704.1.139.004.000MRX-30 個 2 H25.4.1 ～

テント 1.1704.1.143.005.00ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾜｰﾃﾝﾄ（文字入り 個 3 H25.4.1 ～

テント 1.1704.1.143.005.00ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾜｰﾃﾝﾄ(文字入り 個 2 H25.4.1 ～
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テント(文字入り 1.1704.1.143.005.00 ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾜｰﾃﾝﾄ・2K×2K個 2 H25.4.1 ～

テント(文字入り 1.1704.1.143.005.002K×4K 個 1 H25.4.1 ～

テント(ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾜｰﾃﾝﾄ 1.1704.1.143.005.002K×2K　青白 個 5 H25.4.1 ～

テント(ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾜｰﾃﾝﾄ 1.1704.1.143.005.003.6×3.6 個 1 H25.4.1 ～

テント(ｸｲｯｸﾃﾝﾄ 1.1704.1.143.005.003000×4000 個 2 H25.4.1 ～

テント(ｸｲｯｸﾃﾝﾄ 1.1704.1.143.005.003000×4000 個 3 H25.4.1 ～

テント 1.1704.1.143.005.000折りたたみ式 枚 3 H25.4.1 ～

テント 1.1704.1.143.005.0003.5m×4.5m 枚 3 H25.4.1 ～

テント 1.1704.1.143.005.000フレーム、屋根幕、三方幕、前面幕 組 10 H25.12.10 ～

ホワイトボード 1.1704.1.145.007.001200×1250 個 1 H25.4.1 ～

ホワイトボード 1.1704.1.145.007.0001810×910 個 1 H25.4.1 ～

ホワイトボード 1.1704.1.145.007.000EA×36×S 個 1 H25.4.1 ～

統計表示板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 1.1704.1.145.022.00公園者用 個 1 H25.4.1 ～

はしご 1.1704.1.148.005.00ｱﾙﾐ梯子 個 1 H25.4.1 ～

担架 1.1704.1.148.012.00処置車 個 1 H25.4.1 ～

担架 1.1704.1.148.012.000四つ折 個 1 H25.4.1 ～

キャビネット 1.1704.1.149.001.03B4・3列10段・21M-565D 個 1 H25.4.1 ～

キャビネット 1.1704.1.149.001.05２列１８段(ｳﾁﾀﾞ315×5128 個 1 H25.4.1 ～

キャビネット 1.1704.1.149.001.063A41列2段 個 2 H25.4.1 ～

キャビネット（ファイリング 1.1704.1.149.001.08１列４段(ｷﾊﾗNO4614 個 1 H25.4.1 ～

キャビネット 1.1704.1.149.001.084コクヨ1列2段 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(両開き 1.1704.1.149.002.00３×３(ｺｸﾖSD-3325AY 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(片開き 1.1704.1.149.002.01ｳﾁﾀﾞ260-4530 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(引違い 1.1704.1.149.002.01TC-69-L13 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(両開き 1.1704.1.149.002.01ｳﾁﾀﾞT-10D 個 2 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(両開き 1.1704.1.149.002.01ｳﾁﾀﾞT-10D 個 4 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(両開き 1.1704.1.149.002.01ｳﾁﾀﾞT-10D 個 8 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ・引違い 1.1704.1.149.002.01ｺｸﾖBWW-N5F1 個 12 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(ﾋﾞｼﾞﾈｽｦｰﾙA型・引違い 1.1704.1.149.002.01ｺｸﾖBWA-H09F1N 個 2 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(両開き 1.1704.1.149.002.01ｳﾁﾀﾞT-10 個 2 H25.4.1 ～

書庫(引き違い 1.1704.1.149.002.017ﾄﾖｾｯﾄTG-36HG 個 3 H25.4.1 ～

物品保管庫 1.1704.1.149.002.019RMH-3747 個 2 H25.4.1 ～

鋼製保管庫（引違いガラス 1.1704.1.149.002.02６×３・ﾌﾟﾗｽSG503R 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫 1.1704.1.149.002.02６×３　引違いガラス 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(引違いガラス 1.1704.1.149.002.02上置TC-6GT 個 2 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(引違いガラス 1.1704.1.149.002.02ｺｸﾖS-615-G 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(引違いガラス 1.1704.1.149.002.02３×６(ｳﾁﾀﾞ260-4572 個 2 H25.4.1 ～

鋼製保管庫（引違いガラス 1.1704.1.149.002.02６×３ 個 1 H25.4.1 ～

書庫(引違いガラス 1.1704.1.149.002.025３×４・ﾄﾖｾｯﾄ・ｶﾞﾗｽEA-34G 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫（引違い 1.1704.1.149.002.03６×３(ｽﾁｰﾙ戸・300-0400 個 1 H25.4.1 ～

書庫(引違い 1.1704.1.149.002.032３×６・ﾄﾖｾｯﾄTG-36SS 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(ﾗﾃﾗﾙﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 1.1704.1.149.002.04引出式・ﾌﾟﾗｽB5-4 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫 1.1704.1.149.002.04ｳﾁﾀﾞ3×3 個 1 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(引出式 1.1704.1.149.002.04ｳﾁﾀﾞLA-10 個 2 H25.4.1 ～

鋼製保管庫(オープン型 1.1704.1.149.002.04ｳﾁﾀﾞSU-2 個 8 H25.4.1 ～

ロッカー 1.1704.1.149.003.00３人用(2号・302×3732 個 1 H25.4.1 ～

ロッカー 1.1704.1.149.003.00３人用(ｺｸﾖLK-3AY 個 1 H25.4.1 ～

ロッカー 1.1704.1.149.003.00２人用(ﾗｲｵﾝ・721V 個 1 H25.4.1 ～

ロッカー 1.1704.1.149.003.00３人用(3連2号 個 2 H25.4.1 ～

ロッカー 1.1704.1.149.003.00３人用(3連2号・303-3432 個 1 H25.4.1 ～

ロッカー 1.1704.1.149.003.0021人用 個 1 H25.4.1 ～

ロッカ－ 1.1704.1.149.003.0043人用 個 1 H25.4.1 ～

ロッカー 1.1704.1.149.003.006多人数用・4連2段8人用 個 4 H25.4.1 ～
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ロッカー(6人用 1.1704.1.149.003.006 多人数用・LK-322D個 2 H25.4.1 ～

ロッカー(4人用 1.1704.1.149.003.006多人数用・ELKD-4S 個 1 H25.4.1 ～

ロッカー(9人用 1.1704.1.149.003.006多人数用・ESLK-9 個 1 H25.4.1 ～

図面保管庫(丸筒 1.1704.1.149.004.00ﾗｲｵﾝVAO-75 個 1 H25.4.1 ～

図面保管庫 1.1704.1.149.004.00ﾗｲｵﾝAO-5F 個 1 H25.4.1 ～

物品保管庫 1.1704.1.149.006.00ﾗﾊﾞｰﾒｲﾄﾞRMH-3746 個 1 H25.4.1 ～

物品保管庫 1.1704.1.149.006.00ﾗﾊﾞｰﾒｲﾄﾞRMH-3747 個 1 H25.4.1 ～

保管庫（中軽量ｵｰﾌﾟﾝ型） 1.1704.1.149.008.000ｺｸﾖＪＯＩＥＡ606 個 4 H25.4.1 ～

雑ﾚｸﾘｰｪｰｼｮﾝ用具 1.1704.1.151.009.000ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ 個 2 H25.4.1 ～

雑ﾚｸﾘｰｪｰｼｮﾝ用具 1.1704.1.151.009.000ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌｺﾞｰﾙ 個 18 H25.4.1 ～

雑ﾚｸﾘｰｪｰｼｮﾝ用具 1.1704.1.151.009.000特大ｼﾞｬﾝﾎﾞﾎﾞｰﾙ 個 6 H25.4.1 ～

雑レクリエーション用具 1.1704.1.151.009.000Ｓｎｕｇ　ウェイブ 個 4 H25.4.1 ～

雑レクリエーション用具 1.1704.1.151.009.000Ｓｎｕｇ　バンプ 個 3 H25.4.1 ～

雑レクリエーション用具 1.1704.1.151.009.000Ｓｎｕｇ　コーン 個 1 H25.4.1 ～

雑レクリエーション用具 1.1704.1.151.009.000Ｓｎｕｇ　ウォール 個 2 H25.4.1 ～

雑レクリエーション用具 1.1704.1.151.009.000Ｓｎｕｇ　パッド 個 1 H25.4.1 ～

雑レクリエーション用具 1.1704.1.151.009.000Ｓｎｕｇ　マウンド 個 1 H25.4.1 ～

雑レクリエーション用具 1.1704.1.151.009.000Ｓｎｕｇ　ヌードル 個 10 H25.4.1 ～

段ボール迷路 1.1704.1.151.009.000 個 2 H25.6.13

データ読み取り機(MOﾄﾞﾗｲﾌﾞUSB 1.1704.1.152.022.00MOA-AX23OH/USB 個 1 H25.4.1 ～

データ読み取り機(ﾎﾟｹｯﾄ 1.1704.1.152.022.000LID571 個 2 H25.4.1 ～

パネル(ｳﾞｧﾝﾃｱﾝ 1.1704.1.152.028.00ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ・900×1800 個 7 H25.4.1 ～

シュレッダー 1.1704.1.152.061.00ﾘｶｯﾄﾌﾛｱﾀｲﾌﾟ3143fs 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00檻（ﾓﾝｷｰｹﾞｰｼﾞ 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00動物用産科器具（黒沢式 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品（オートクレーブ 1.1704.1.152.090.0018角ｶｽﾄ付・EAC2300 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00油圧式手術台（PX型 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00血球計算盤（ﾉｲﾊﾞｳｴﾙ検付 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00バリカン（羊用 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00処置台(2枚用・消毒盤台 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00殺菌保管庫（15W 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00インキュベーター(WE555 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00バリカン（羊用 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00インキュベーター(卓上型 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.00バリカン(羊用 個 1 H25.4.1 ～

保育器（インキュベーター） 1.1704.1.152.090.009ｷｬｽﾀｰ付架台付 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.01白血球分類器(12基 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品（うさぎ固定器 1.1704.1.152.090.01押田式・KN-317B 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.01吸入器（シニック 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.01解剖台（ステンレス製 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品(ｳｴｽﾀﾝ鞍 1.1704.1.152.090.01鞍（ﾎﾟﾆｰ用 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.01孵卵器(P-1008 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.01電気入れ墨器(ｽﾎﾟﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.01 輸液加湿器　加湿器 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品（野菜切り器 1.1704.1.152.090.01 VA20・100V 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品 1.1704.1.152.090.01鞍 個 1 H25.4.1 ～

動物管理用品(電気メス 1.1704.1.152.090.02ｼﾙﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙSL-1PR 個 1 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1704.1.152.091.00プランター(ｷﾝｸﾞ・1600AW 個 4 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1704.1.152.091.00プランター(ｷﾝｸﾞ・1200AW 個 6 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1704.1.152.091.00剥製（フラミンゴ） 個 1 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1704.1.152.091.00ホールカッター(ﾊﾟｰｴｰﾄﾞ 個 1 H25.4.1 ～

公園管理用品（プールクリーナー 1.1704.1.152.091.00ﾐﾔｶﾜ式2型 個 1 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1704.1.152.091.00薬品庫(335-210G・ｹﾆｽG型 個 1 H25.4.1 ～
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機械器具名 物品番号 規　　格 単位 数量 提供年月日

公園管理用品 1.1704.1.152.091.00剥製（マナヅル） 個 1 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1704.1.152.091.00ﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾅｰ(SP-64型 個 1 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1704.1.152.091.00ﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾅｰ・ﾐﾔｶﾜ式2型 個 1 H25.4.1 ～

公園管理用品(播種機 1.1704.1.152.091.00TSA-ひばり 個 2 H25.4.1 ～

公園管理用品 1.1704.1.152.091.000半自動券売機 個 3 H25.4.1 ～

球根掘り取り機 1.1704.1.152.091.000Ｂ-80　トラクタ牽引式 個 1 H26.4.25

雑棚（薬品棚） 1.1704.1.152.091.005ｳﾁﾀﾞ 個 1 H25.4.1 ～

図書 1.1704.1.218.001.00野生動物の獣医学 個 1 H25.4.1 ～

図書 1.1704.1.218.001.00原色花き園芸大辞典 個 1 H25.4.1 ～

図書 1.1704.1.218.001.00造園学雑誌 個 1 H25.4.1 ～

図書 1.1704.1.218.001.00ばら・花図鑑 個 1 H25.4.1 ～

図書 1.1704.1.218.001.000アーバンガーデニング 個 1 H25.4.1 ～

図書 1.1704.1.218.001.000Ａ－Ｚ園芸植物百科事典 個 1 H25.4.1 ～

図書 1.1704.1.218.001.000農薬便覧 個 1 H25.4.1 ～

ぬいぐるみ 1.1704.1.221.009.000 個 1 H25.4.1 ～

硬貨計数機（硬貨選別収納機） 2.1683.1.013.552.001ﾛｰﾚﾙＬＨＳ-1002 個 1 H25.4.1 ～

ホイルローダ 2.1704.1.005.040.001ＺＷ40 個 1 H25.4.1 ～

三菱２tﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付） 2.1704.1.010.020.002福岡100　さ33-76 個 1 H25.4.1 ～

全身麻酔機器 2.1704.1.011.001.002小動物用 個 1 H25.12.19 ～

裁断機（ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｯﾀ） 2.1704.1.013.032.001ＰＳＮ-1200 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（1号機） 2.1704.1.013.050.019ＢＭＩＥ-3-ＫＢ2 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（2号機） 2.1704.1.013.050.026ＢＭＩＥ-1-3 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（3号機） 2.1704.1.013.050.027ＢＭＩＥ-3-ＫＢ2 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（4号機） 2.1704.1.013.050.028ＢＭＩＥ-2-7Ａ 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（5号機） 2.1704.1.013.050.020ＢＭＩＥ-3-ＫＢ2 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（7号機） 2.1704.1.013.050.021ＢＭＩＥ-3-ＫＢ2 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（6号機） 2.1704.1.013.050.022ＢＭＩＥ-3-ＫＢ2 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（8号機） 2.1704.1.013.050.023ＢＭＩ-5 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（10号機） 2.1704.1.013.050.024ＢＭＩＥ-3-ＫＢ2 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機 2.1704.1.013.050.025ＰＭＫＢ-10Ｆ 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機（9号機） 2.1704.1.013.050.029ＢＭＩＥ-2-7Ａ 個 1 H25.4.1 ～

自動券売機 2.1704.1.013.050.033高額紙幣対応型 個 1 H26.3.25 ～

自動券売機 2.1704.1.013.050.034高額紙幣対応型 個 1 H26.3.25 ～

自動券売機 2.1704.1.013.050.035高額紙幣対応型 個 1 H26.3.25 ～

映像装置（小動物用X線装置） 2.1704.1.013.059.002VPX-10A 個 1 H25.4.1 ～

せん孔機（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ彫刻機） 2.1704.1.013.550.001ME-300 個 1 H25.4.1 ～

雑計算機（紙幣対応） 2.1704.1.013.552.002ﾛｰﾚﾙＦ-1500Ｂ 個 1 H25.4.1 ～

遊具 2.1704.1.013.572.001～4 ウミガメ 個 4 H25.5.20 ～

遊具 2.1704.1.013.572.005～8 ヒトデ 個 4 H25.5.20 ～

遠心分離器 1.1704.1.130.265.000動物血液検査用 個 1 H25.12.19 ～

放送機 2.1704.1.002.182.006 基 1 H25.4.1 ～

放送機 2.1704.1.002.182.007 基 1 H25.4.1 ～

放送機 2.1704.1.002.182.008 基 1 H25.4.1 ～

放送機 2.1704.1.002.182.009 基 1 H25.4.1 ～

放送機 2.1704.1.002.182.010 基 1 H25.4.1 ～

放送機 2.1704.1.002.182.011 基 1 H25.4.1 ～

消防ポンプ 2.1704.1.013.013.001Ｐ‐５０８型‐Ｓ 台 1 H25.4.1 ～

貨幣計算機 1.1683.1.152.091.007 台 1 H25.4.1 ～
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国営海の中道海浜公園運営維持管理業務実施に要する提供施設等の取り扱いについて 

 

 

 「国営海の中道海浜公園運営維持管理業務」業務委託契約書に基づく提供施設等につい

ては、下記により取り扱うものとする。 

 

記 

 

１．取り扱い 

 

（１）運営維持管理業務受託者（以下「事業者」という。）は、提供施設等を善良なる管

理者の注意を持って使用しなければならない。 

 

（２）事業者は、提供施設等を業務委託契約書第１条の受託業務以外に使用してはならな

い。 

 

（３）事業者は、提供施設等の修繕、改造その他、現状を変更する（維持のための修繕等

で軽微なものを除く。）をしようとするときは、九州地方整備局の承諾を受けなけれ

ばならない。 

 

（４）事業者の責に期すべき事由により提供品等を滅失し又は棄損したときは、事業者の

負担において補てんし又は修理しなければならない。但し、事業者の故意又は重大な

過失によらない場合は、この限りでない。 

 

（５）事業者は業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は提供施設等を提供

施設等返納書により、直ちに九州地方整備局に引渡さなければならない。 

 

（６）無線設備の使用にあたっては、業務委託等による国土交通省所属無線設備の取扱い

  要領によること。 

 

（７）提供した無線設備の取り扱いは、当該無線局を管理する基地局の無線従事者の指揮

  統制の下で行うものであって、無線局の管理責任をも事業者に委ねるものではない。 

 

 

２．報告及び検査   

 

（１）事業者は、毎月提供された機械器具のうち別に定めるものについて提供施設等使用

実績報告書を翌月末日までに九州地方整備局に提出しなければならない。 

 

（２）事業者は、提供品等を返納する場合、九州地方整備局の行う検査に合格しなければ

ならない。 
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平成　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　殿

住所　

氏名　 　　　　　　印

下記のとおり提供物件を返納いたします。

契約年月日

規 格 単位 数 量 備 考

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

提 供 施 設 等 返 納 書

提 供 年 月 日

件 名

物 件 名
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国営海の中道海浜公園運営維持管理業務で取得した備品の取り扱いについて 

 

 

  運営維持管理業務で取得した備品については、下記により取り扱うものとする。 

 

 

記 

 

１．取り扱い 

 

（１）運営維持管理業務受託者（以下「事業者」という。）は、備品を善良な管理者の注意

をもって管理しなければならない。 

 

（２）前号の備品は、備品台帳に搭載し、管理しなければならない。 

 

（３）事業者は、業務委託契約が完了した場合、または解除になった場合は備品を業務委託

契約書第１４条に基づく検査の結果、合格の通知があった後、備品引渡書により、九州

地方整備局に引き渡さなければならない。 

   但し翌年度において、当該委託契約が引き続き締結され当該業務に継続して使用する 

 備品で備品継続使用承認申請書により九州地方整備局の承認を得た場合はこの限りで

ない。 

 

（４）事業者は、事業者の責に帰すべき事由により備品を滅失または棄損したときは、事業

者の負担において補てんし又は修理しなければならない。但し、事業者の故意又は重大

な過失によらない場合は、この限りでない。 

 

２．処  分 

 

（１）備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることが出来

る。 

     ① 備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引き続き使用することが困難であ

ると認められる場合。 

     ② 備品が事業者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくな

ったと認められる場合。 

     ③ 備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障をきたすと認められる場合。 

 

（２）処分の方法 

事業者は、前号に該当する備品を、売り払った場合は、その内容を証する書類を添

えて九州地方整備局に書面により報告し、九州地方整備局の発行する納入告知書により

国庫に納入するものとする。 

また、売り払うことが不利（備品の売払価値が、当該備品の売払いのために要する

費用に満たないと認められる場合）又は売り払うことができないものは、廃棄すること

ができる。事業者は、廃棄した場合はその都度その旨を書面により九州地方整備局に報

告しなければならない。 

別添９ 
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平成　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　殿

住所　

氏名　 　　　　　　印

　平成　　　年度　　国営海の中道海浜公園の管理運営委託業務にかかる別紙を引渡します。

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

備 品 引 渡 書
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平成　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　殿

住所　

氏名　 　　　　　　印

　平成　　　年度　　　国営海の中道海浜公園の管理運営業務委託にかかる別紙について、

平成　　　　年　　　　月　　　　日まで継続して使用したく申請いたします。

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

備 品 継 続 使 用 承 認 申 請 書
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海の中道海浜公園整備・管理運営プログラム 

平成２９年３月２８日

国土交通省 九州地方整備局 

別添１０

-別添75-

m-yamanaka
長方形
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本公園は、玄界灘と博多湾を隔てて志賀島

へ伸びる半島「海の中道」中央部(福岡県福

岡市東区西戸崎)に、幅0.5～１㎞、長さ約６

㎞の区間にわたって位置するイ号国営公園

（計画面積約539ha）の都市公園です。 

戦後、米軍基地として使用されていた跡地

を活用した地形は平坦で、海浜地特有のクロ

マツ林を主体とした海岸線を有し、玄界灘側

は、自然海岸による海岸植物が分布していま

す。 

北部九州における広域的レクリエーショ

ン利用、「白砂青松」の良好な自然環境の保

全を目的とし、我が国５番目の国営公園とし

て、昭和 51 年に事業着手しました。特色あ

る地形と、歴史的、文化的背景に留意し、自

然環境を活かした自然学習の場の提供や公

園内の芝生、花、池などの魅力的なランドス

ケープを形成し、魅力あふれる空間を創出す

ることで、レクリエーション需要の増大と多

様化に対応しうる国営公園をめざし、誰もが

安全・安心・快適に利用していただけるよう

整備・管理を進めています。 

 

 

 

 

 

１．全体計画及び開園状況等 

（１）全体計画 

本公園は、「緑の樹林」「碧い海」「輝く太陽」を基本に、地理的・植生的特性、

計画理念、建設手順及び管理運営手法等を勘案して全体的調和を図りながら、全

体を４つの地区に分けて、自然条件を生かすテーマを設定し、テーマに応じた計

画をたてながら、統一体として有機的に機能させることを目的としています。 

●公園のゾーニング 
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海の中道海浜公園の設置は、昭和47 年に米軍博多基地（キャンプ博多）が返還されたこと

に端を発しています。基地跡地が良好な自然環境を有していたこと、また、北部九州を中心と

する広域圏域のレクリエーション需要の増大に対応する施設が必要とされていたことから、大

規模都市公園として昭和50年度に都市計画決定されました。 

その後、昭和51年度より整備を進め、昭和56年 10月に「西口広場」「大芝生広場」「動

物の森」を含む約 59ha を開園しています。その後も整備が完了した区域より順次開園してお

り、平成28年度末現在では、約298ha（計画面積の約55%）が開園しています。 

年度 項目 供用面積 

昭和47年度 米軍博多基地返還（515.2ha）  

昭和50年度 都市計画決定  

昭和51年度 事業着手  

昭和56年度 Ｃ地区西口広場、大芝生広場、動物の森供用開始 59ha 

昭和58年度 Ｃ地区サンシャインプール、野鳥の池供用開始 73ha 

昭和59～61年度 Ｃ地区子供の広場供用開始 102ha 

昭和62年度 Ｃ地区宿泊研修施設供用開始 116ha 

平成元・７年度 Ｄ地区青少年海の家、Ｃ地区マリンワールド（海洋生態
科学館）供用開始 

189ha 

平成11年度 Ｃ地区いこいの森(森の家)供用開始 206ha 

平成14年度 Ｂ地区光と風の広場（デイキャンプ場）供用開始 230ha 

平成17年度 Ｄ地区潮見台エリア供用開始 249ha 

平成21年度 Ｂ地区環境共生の森（みらいの森）供用開始 265ha 

平成22年度 Ｄ地区玄界灘海浜部中央部及び西部供用開始 292ha 

平成25年度 Ｃ地区中央駐車場供用開始 294ha 

平成28年度 Ｂ地区博多湾パノラマ広場供用開始 298ha 

 供用面積 計  298ha 
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（２）供用の経緯 

Ｂ地区博多湾パノラマ広場供用開始

動物の森 森の家

大芝生広場（花の丘）
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昭和56年に開園し、開園エリアを順次拡大しながら多種多様な利用者ニーズに応えられるよ

うに現在も施設を整備しています。 

平成 28 年度末には、新たにＢ地区博多湾パノラマ広場(4.2ha)を供用開始し、利用者満足度

のさらなる向上につながる公園運営を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カナール・フラワーミュージアム 
水と緑がおりなす優雅な空間・屋根のない美術館をイメ
ージした花の空間。 
 

（３）主な供用施設 

動物の森 
動物と直接ふれあうこと
の出来る動物園。 

大芝生広場
広大な芝生の広場は花修景や各種スポーツ大会
など、様々なレクリエーションが楽しめる空間。

子供の広場 
子供たちのための遊具など
を備えた遊べる空間。 
 

光と風の広場 
デイキャンプ場 
バーベキューや自然観察
が楽しめる施設。 

玄界灘海浜部
海浜部の絶景のサイクリ
ングコース 
 

サンシャインプール 
６つの異なるプールを備える西日本最大級のレ
ジャープール。 

-４- 

博多湾パノラマ広場
3.5ha の芝生広場と博多湾を挟んで福岡市街地を一望
でき、様々なイベントに活用できる芝生広場（H29.3 供
用） 

マリンワールド海の中道 
イルカやアシカのショー、巨大なシロワニが泳ぐ
パノラマ大水槽など見どころがいっぱいの海洋
生態科学館。平成28 年度からのPFI 事業実施に
向け、平成27 年度に事業契約を行った。 

 

青少年海の家
雄大な玄界灘に面し、研修・宿泊棟やキャンプ場
などを有する野外活動拠点施設。 

Ｃ地区(パーク) 

Ｃ地区(リゾート) B 地区

B 地区 D 地区 
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昭和56年に開園以降、施設の充実に伴って入園者数は年々増加し、マリンワールドが完成

した平成７年度に、最多となる275万人の入園を記録しました。近年は、年間200万人程度で

推移しており、平成 27 年度には、歴代２番目となる約 221 万人の方々に利用され、累計では

約5,720万人となりました。 

 

 

１）健康レクリエーション空間提供効果 

・子育て、教育効果 

多種多様なイベントを年間を通じて約200イベ

ント実施し、参加者も約70万人前後で推移してい

る状況です。 

屋外レクレーションは、自然体験型のイベント

参加者が増加傾向にあります。そのほかにもスポ

ーツイベントやコンサートなどのイベントも実施

されており、余暇活動の場として子供から大人ま

で幅広い世代に利用されています。 

また、公園を訪れるすべての人が利用

しやすいように公園全体のユニバーサ

ルデザインを平成20年から進めており、

利用制限の情報発信や施設整備（トイ

レ、車いす対応、授乳室等）を計画的に

実施し、すべての人が自然とふれあい、

心身のリフレッシュの場を提供してい

ます。その成果の一つとして障がい者の

来園者数が約１．８倍になっています。 

（４）利用の状況 

（５）公園のストック効果 

障がい者来園者数推移（H19～H27） 

イベント参加者推移 

-５- 
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 ２）景観形成効果 

公園の北側は、玄海国定公園の特別地域内に面しており、『白砂青松』の素晴らしい自然

景観を形成しています。また、博多湾と玄界灘を遮り志賀島と陸地で繋ぐ陸繋砂洲である海

の中道は、福岡都市圏の特徴的な景観(表紙参照)の一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

３）観光振興効果 

平成27年度より海の中道海浜公園内にある水族館がPFI事業として新たな事業者に決定し、

平成 28 年に閉館し、全館リニューアルを実施しています。平成 29 年には、リニューアルオー

プンを行う予定で、新たな魅力の発信となり、地域の観光振興に寄与することが期待されます。 

 

 

海辺でヨガ スポーツイベント（タグラグビー） 

自然観察会 コンサート 

新ロゴマーク リニューアルイメージ 

-6- 

陸繋砂洲 玄界灘風景 
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４）地域経済活性化効果 

５月の大型連休中に大芝生広場にて開催されるご当地グルメ、スイーツなどのキッチンカ

ーが約３０台集結する大型グルメイベントや九州最大級の大規模音楽イベント（夏フェス）

やアウトドアイベント、冬のクリスマスキャンドルナイトなど様々なイベントを実施し、地

域の観光振興に寄与しています。 

その他にもプチボランティアの募集を行いボランティア参加のハードルを下げる取り組み

を行い地域住民の方々の交流の場の提供を行っています。 

また、利用者の声や有識者の意見を参考に利用者目線を念頭において、整備及び管理運営

のハード･ソフトの対策を実施してきました。その結果、近年のイベント数は増加傾向にあり、

地域の生活の質の向上に寄与しています。今後もさらなる公園の質の向上を目指すとともに、

多くの方に公園を楽しんで頂くためにより柔軟な対応を行い、地域のニーズを踏まえた多種

多様なハード･ソフトの対策を実施していきます。 

 

 

 

 

 

本公園がある福岡都市圏の人口は約240万人であり、九州･西日本の拠点として、各種企業が

集積しており、今後も人口増加が見込まれている地域です。また、近年は、クルーズ船の寄港

に伴いアジア諸地域からの来訪者が増加しており、九州新幹線の開通などの広域交通ネットワ

ークの充実も相まって、人･物･情報の交流の機会が増加することが期待されています。 

２．平成３２年度までの整備及び管理運営の方針等 

（１）平成３２年度までの整備・管理運営の重点事項 

5 箇年基本テーマ：「 みんなで“海の中道”の宝探し」 
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グルメイベント 大規模音楽イベント（夏フェス） 

プチボランティア（花壇管理） クリスマスキャンドル 
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今後は、玄界灘と博多湾に挟まれた広大で豊かな自然環境を活かし、インバウンド、高齢

者、障がい者などの多様な利用者が海の中道海浜公園の魅力を十分に感じ取り、利用できる

公園を目指すため、多様な主体との連携のもと、新たな『海の中道』の魅力の発信及びその魅

力の活用や提供を通じて、「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検

討会」最終とりまとめ(H28.5)に基づき、公園の新たな魅力の掘り起こしを積極的に行い、北部

九州の広域的レクリエーション需要に対応することが求められています。そのため、平成32年

度までの整備・管理運営は、次の４つの重点事項に沿って、実施していきます。 

 

 

 Ⅰ．「白砂青松」の松林育成保全【ストック効果向上】 

海の中道海浜公園は、国内最大級の「砂の道」の上にあり、原風景をおりなす「白砂

青松」の景観を守るため、これまで松枯れ対策や松林再生を推進してきました。今後も

松林を後世につなぎ、「海の中道」の環境や地域住民の生活を守るため、平成 32 年度

までの事業内容は、樹幹注入や薬剤散布、伐倒駆除といった松枯れ対策を引き続き実施

します。また、海岸林に期待される防風、防潮、防砂の機能を果たすことが可能ながっ

（２）整備及び管理運営の方針 

 

１．「白砂青松」の松林育成保全 【ストック効果向上】 

 ここはかつて人も住めず、植物も生えない不毛の砂地でしたが、江戸時代（1660 年

代）から人の手でクロマツを植えてきたことで、今のような環境がつくられました。「海

の中道」の環境や地域住民の生活を守るためにこのクロマツ林を後世につないでいくこ

とが非常に重要であるため、今後も松林育成保全に取り組みます。 

２．公園環境向上の取り組み～「体験・経験の場」の確保～【ストック効果向上】 

豊かな自然環境を活かし、環境教育の場としての機能を強化することにより、北部九州

地域における環境学習フィールドの核となるよう公園整備を推進します。また、地域住民

等との協働による新たな森づくりや、松林再生を推進する等、広大で豊かな自然環境を

活かした「体験・経験」の拠点となる公園となるよう取り組みます。 

    また、フラワーピクニックなどの大型イベントを充実させ、公園の魅力向上を図るとと

もに、積極的に情報発信を行うなど、公園の利用促進に取り組みます。 

３．新たな「利活用プログラム」の推進【民との連携加速・柔軟活用】 

約 539ha という広大な敷地を生かし、利用者ニーズを踏まえた新たな利活用プログラ

ムの検討や多様な施設・主体と連携を図り、季節に応じた多種・多様なスポーツイベ

ント等を実施することにより、広域レクリエーション需要に対応する魅力ある公園と

なるよう取り組みます。 

４．来園者の安全・安心の確保【民との連携加速・柔軟活用】 

市民団体等と連携し、インバウンドや利用者ニーズの多様性に配慮しつつ、ユニバーサ

ルデザイン※を念頭に置いて、すべての人々が安全・安心に楽しむことができる公園とな

るよう公園整備･管理に取り組みます。 

※ 本整備プログラムでは、ユニバーサルデザインを年齢や障がいの有無にかかわらず全ての人が利用しやすい物や施設の設計の

考え方という意味で使用しており、バリアフリーもこの中に含まれます。 

【平成３２年度までの整備・管理運営重点事項】 
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しりとした形質を有し且つ、下の方の枝にも多くの葉をつけたクロマツを育てるため適

正な密度管理（本数調整）を行い、地域の資源を活かしたここにしかない美しく風格の

ある松林風景の創出を目指します。なお、これらの取り組みにあたっては、引き続き市

民や関係機関と連携して海浜部のクロマツ林保全･育成等の取り組みを推進していきま

す。 

 

密

度

管

理

の

実

施
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伐採前 
伐採後 
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Ⅱ．公園環境向上の取り組み～「体験・経験の場」の確保～【ストック効果向上】 

当公園では、平成10年に策定した「環境共生計画」に基づき、白砂青松の保全・創出、「環

境共生の森」の整備、植物廃材の堆肥化や環境学習の実施等、本公園が環境教育の取り組み拠

点となるように努めてきました。平成 32 年度までの事業内容は、「環境共生の森（みらいの

森）」、Ｂ地区「森の池」、Ｄ地区「玄界灘海浜部」が一体となって美しい風景を形成し、北

部九州地域における環境学習フィールドの核となる整備に取り組みます。 

また、NPO、地域住民及び行政が一体となり、活動できる仕組みづくりを一層進め、地球

温暖化防止及び自然環境や生態系の保全・創出技術の普及啓発に努めます。また、フラワ

ーピクニックなどの大規模な花風景や自然環境を生かしたイベントを充実させ、公園の魅

力向上を図るとともに、積極的に情報発信を行うなど公園の利用促進に取り組みます。 

 

幻の池出現時(H28.10) 

 

「森の池」 イメージパース 

Ｂ地区「森の池」整備 

クロマツ林及び地下水位の上昇によって不定期に現れる「幻の池」を活かし、自然散策や自然観察を楽

しむことができる空間をつくるため、園路整備や休憩施設の整備を行い、本整備期間中の供用を目指し

ます。 

Ｄ地区玄界灘整備（Ⅰ期） 

玄界灘海浜部における松林の形成による公園全体の防潮林の機能の確保は、今後の公園機能を維持する上で

必要不可欠な整備です。また、特殊な自然海浜植生が形成され環境学習の場としての活用が望めます。 

以上より、今後の公園機能維持及び環境学習の場として、モニタリング調査を行いながら、計画的に松林再

生のための整備を行います。 
<Ｄ地区イメージパース> 

<Ｄ地区現状> 

現況地盤 

チガヤ育成 

人工砂丘 
コウボウムギ育成 

松林育成 
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Ⅲ．新たな「利活用プログラム」の推進【民との連携加速・柔軟活用】 

当公園では、広大で豊かな自然環境を活

かしつつ、オールシーズン利用可能な施設

計画のもと、多様な事業主体等と連携を図

りながら施設の整備並びに様々な行催事を

実施し、観光振興や地域の賑わいの拠点と

して、地域の魅力向上につながる取り組み

を進めてきました。平成32年度までの事業

内容は、下記の取り組みを中心に多様な事

業主体との連携をより一層進め、本公園の

ストック効果を最大限活用できるように努

めます。 

●PPP/PFIの活用 

PFI事業により、民間の資金、経営能力、

技術的能力を活用した、水族館及び宿泊施設の長期的な管理運用を推進します。 

水族館については、『マリンワールドPFI(株)』により平成28年４月から20年間にわたる

管理運営事業が開始されており、平成29年４月のリニューアルオープンに向けて、展示テー

マを「対馬暖流」から「九州の海」に変更し、「いつも新しい私になれる水族館」をコンセ

プトに事業者において改修を行い、水族館の魅力向上に努めます。 

宿泊施設については、PFI 事業として管理運営を行う事業者を公募し、平成30 年４月から

20 年間にわたる管理運営事業開始に向け、手続きを進めます。事業開始後は、新たな事業者

と一体となって宿泊施設の魅力向上に努めます。 

上記以外の公園施設についても、民間活力を活用した

整備・管理運営手法を検討します。 

●都市公園の多機能性の発揮と利用促進 

都市公園は、地域住民のコミュニティ形成拠点としての

ポテンシャルも高く、ヒートアイランド現象の緩和、生物

多様性の確保等にも大きな効果を発揮することが期待で

き、また、多種多様な自然体験や参加型のイベント等の積

<水族館 PFI>

<宿泊施設 PFI>

<地元中学生職場体験> 
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<どんぐり苗作り体験><海の家での親子キャンプ> 
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極的な実施を通して、自然環境保全の必要性を学ぶ

場や地域づくりを支える人材育成の場としての活用

も期待できるため、画一的な整備、管理運営に陥ら

ないように各エリアに応じた整備・管理運営を推進

し、NPO、地域住民及び行政が一体となり公園の多

機能性を一層発揮できるような取り組みを推進しま

す。（多機能性の発揮） 

例えば、移動式アトラクションの設置や難病への

理解を深める社会啓発活動等、ニーズに応じた多様

な利用方法を可能とする取り組みを推進します。 

また、公園自体のポテンシャルを発揮するために

は、公園運営に関わる人がその特性や制度等を十分

に理解することが不可欠であり、公園管理者やボラ

ンティア参加者が、公園管理の視野を超えた広い視

野(観光振興、各種スポーツ等)を持ちながら様々な

観点から関連する分野を横断的に連携できるように

取り組みを推進します。（人材育成） 

例えば、植樹や植栽管理のボランティアにおいて

は、NPO、地域住民との連携や家族で楽しめるファミ

リーボランティア、企業ボランティア等の取り組み

を推進していきます。 

 利用推進を図るため、これまで春季の「フラワー

ピクニック」、秋季の「うみなか☆はなまつり」等季節に応じた花修景を核とした大規模な

イベントやスポーツ体験、野外コンサートなど多くのイベントを実施してきました。 

平成32年度までの事業内容は、引き続き公園の特色を活かしたイベントを開催するととも

に、人と動物のふれあい及び観察ができる「動物の森」の資源を活かした展示・イベントを

行うなど、多様な利用プログラムを実施すること等により多くの方々に学び、楽しみ、満足

してで頂けるよう、工夫しながら季節に応じたイベントを開催します。（広域レクリエーシ

ョン需要への対応） 

-1２- 

<市民による植樹> 〈キャンドルナイトボランティア> 

<地域観光ボランティア> 

<地域観光ボランティア> 

<植林ボランティア> 

<動物とのふれあい：羊の毛刈り体験>

<クライミング> <移動式遊具> 

<アウトドアイベント> 

<ディスクゴルフ><カヌー体験> 

<BBQ 講座> 

<バンジートランポリン> 

-別添88-



 

例えば、志賀島などの周辺地域と連携して、地域の歴史的・文化的資源も活かしながら効

果的なイベントを実施するとともに、毎年恒例となっているフラワーピクニック、クリスマ

スキャンドルナイト等の大規模イベントや環境共生の森での植樹・間伐といった公園づくり

などのイベントに関する企画・運営に対して市民団体等が参加しやすい仕組みづくりを推進

し、公園に対する様々な期待や要望にきめ細やかに対応できるようにし、公園の魅力や価値

の向上に努めます。 

Ⅳ．来園者の安全・安心の確保【民との連携加速・柔軟活用】 

●ユニバーサルデザイン 

当公園では、平成 19 年度から有識者・学識者からな

るユニバーサルデザイン検討委員会を設置し、基本理念

等を決定し、平成20年度から平成24年度まで５箇年ア

クションプログラムを策定・実行し、平成 25 年度から

はスパイラルアップとして PDCA サイクルに基づき、重

点項目を選定してユニバーサルデザインの取り組みを

計画的に進めてきました。特に、トイレや休憩施設など

特に早期対応が必要な施設から順次整備を進めてきま

した。 

今後、平成 32 年度までは、特に利用者の立場に重点を置いたスパイラルアップを行い公園

運営に携わっているすべての関係機関と協力して公園全体のユニバーサルデザインを計画的

に進めます。 

また、九州地方では、外国人観光客、特にアジア諸国

からの観光客が年々増加する傾向にあることを踏まえ、

外国人向け広報の充実を図るとともに、外国人観光客が

十分楽しめるようサービスの向上を図る観点からもイ

ンバウンド対応への取り組みを行うなど、NPO、地域住

民及び行政が一体となり公園の多機能性を一層発揮で

きるような取り組みを推進します。 

●来園者の安全･安心の確保 

開園後、35年が過ぎ、施設の老

朽化が進行していく中で、利用者

のニーズを踏まえて既存施設の機

能保全・向上やライフサイクルコ

ストの低減に配慮した長寿命化計

画に基づいた施設更新を推進しま

す。 

また、本公園が、広域避難地で

あることから、安全性の確保が急がれる施設については、優先的に改修･修繕・整備を進め

るとともに、災害発生時に、避難地としての機能を発揮できるよう関係する地元自治体と

の連携を図ります。 

また、来園者の避難誘導や、園内放送などソフト面での体制整備を進めます。 

<車いすの方が楽しめる花壇> 

日日本本語語・・韓韓国国語語・・中中国国語語・・英英語語 
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主桁部はく離発生状況 プロムナード橋 
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さらに、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫等動物に関わる感染症について、「動物の

森」において発生しないように常日頃から万全な自主防疫に努めるとともに、周辺地域の

発生・拡大等に備え、適切かつ迅速な対応がとれるよう体制整備を進めます。 

 

 

 

 松林の密度を適正に保ち健全な松林を保全することが、特徴的な景観保全にも繋がり、健康･

レクレーション空間の提供、景観形成、地域コミュニティ形成、観光振興等の複合的な幅広い

効果が期待でき,公園全体のストック効果向上につながることが期待できます。 

 

Ｂ地区「森の池」の開園により、隣接する「環境共生の森（みらいの森）」、「Ｄ地区玄界

灘海浜部」が一体となった自然環境の中で、継続的かつ充実した環境学習の実施を通じ、緑化

の普及啓発、地球温暖化の防止、循環型社会の構築に向けた市民の意識の向上が図られます。

また、他の公園管理者に対し、質の高い環境学習を行いつつ市民参加型で公園づくりを行う際

の参考となるノウハウ等を提供できます。 

さらに、上記の取り組みの推進により福岡市策定の「福岡市基本構想（平成24年12月）」、

「第9次福岡市基本計画（平成24年12月）」に掲げられる目指すべき都市像や都市経営の基

本戦略の実現に寄与することができます。 

（３）事業効果 

○「白砂青松」の松林育成保全 【ストック効果向上】 

○公園環境向上の取り組み～「体験・経験の場」の確保～【ストック効果向上】 

海岸林整備Ｄ地区 海岸林整備Ｄ地区 
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市民団体や企業等との連携及び公園の柔軟な活用により、約539haという広大なエリアと様

々な資源を有する本公園の多機能性の発揮が可能となり、本公園の有効活用と公園利用者の満

足度の向上が図られます。 

また、公園周辺部において活動しているNPO団体等との連携による様々なイベントを実施す

るとともに、公園内の花壇の整備や維持管理への市民団体等の参加を進めることにより、公園

に対する要望にきめ細やかに対応し、公園の魅力や価値の向上につなげるほか、地域との連携

と市民の参画を通じて地域づくりの人材育成、地域の活性化への貢献につながることが期待さ

れます。 

さらに、フラワーピクニック等の恒例化した人気イベントなどにおいて、これらの取り組み

を知ってもらうことを通して、本公園の魅力や価値の発信にもつながり、一層の利用促進が期

待されます。 

 

 

 

 

○新たな「利活用プログラム」の推進【民との連携加速・柔軟活用】 
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福岡市基本構想 福岡市基本計画 福岡市空間構成目標 

収穫体験
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老朽化した園内施設の更新や耐震化などを進めることにより、地震等の災害発生時に来園者

及び周辺住民の方の安全・安心の確保が図られます。また、すべての人が安全・安心に楽しく

利用できる公園を引き続き目指すため、有識者との検討会を行いユニバーサルデザインを計画

的に進めることにより、ハード面、ソフト面においても障がい者やインバウンドも含めた利用

者ニーズの多様性に対応し、公園の満足度向上が図られます。 

また、公園管理においても、安全・安心に公園を利用して頂くため来園者に配慮した維

持管理計画を策定することで、公園の質の向上が期待されます。 

  

 

なお、本プログラムは、公園整備・管理を巡る社会情勢の変化、事業の進捗状況等を踏まえ、適宜見直

しを行っていきます。 

○来園者の安全・安心の確保【民との連携加速・柔軟活用】 
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国営海の中道海浜公園における行為の禁止等に関する取扱要領 

 

 

                                                      国営海の中道海浜公園事務所 

 

（目  的） 

第１条 この要領は、国営海の中道海浜公園（以下「当公園」という。）における行為の   

禁止等に関する運用の方針を定め、もって安全で快適な公園利用に資することを目   

的とする。 

 

（適 用） 

第２条 公園内における行為の禁止等については、都市公園法（以下「法」という。）及   

びその他関連法令に定めるほか、この要領によるものとする。 

 

（定 義） 

第３条 この要領において、「公園内」とは、法の定めるところにより当公園として公告   

された次の各号に掲げるものをいう。 

       一 法第２条の２により、すでに供用が開始されている区域 

       二 法第３３条第２項により定められた区域のうち、既に公園管理者が権原を取     

得している区域 

    ２ この要領において「職員等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

       一 九州地方整備局の公園担当職員 

        二 九州地方整備局より当公園の管理運営に関する業務を受託した機関（以下「管     

理センター」という。）のスタッフ 

        三 ＰＦＩ事業により関連施設の管理運営について契約締結している機関のスタ

ッフ 

        四 都市公園法第５条２項の規定に基づき、設置及び管理の許可を受けた機関の

スタッフ 

  ３ この要領において、「職員等の管理行為」とは、前項第一号、第二号に該当する

者が公園全域を対象に行う公園管理のことをいう。 

    ４ この要領において「利用者」とは、勤務中の職員等を除く公園内に入る全ての者   

をいう。 

 

（禁止する行為） 

第４条 公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは、法第１１条に準ずる行為   

とみなし、その行為を禁止する。ただし、職員等の管理行為である場合は除く。 

       一 動・植物を採集（貝掘り、魚釣り（投網）等を含む）する行為。ただし、営     

利を目的としない、捕虫、落ち枝の採集、落下した木の実等の採集する行為

は除く。 

    二 別に指定する場所以外で燃料や電気を利用するコンロ等の火気を使用する行     

為。 

       三 自転車の利用に関し、公園の安全かつ快適な利用に支障を及ぼす行為で別に     

定める行為 

       四 他の利用者の快適性を損なう音響の発生を伴う行為。 

        五 公園管理者が喫煙所と表示した箇所以外での喫煙 

別添１１ 
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       六 他の利用者の安全又は公園施設の正常な利用に支障を及ぼす恐れのある行為 

        七 許可無く公園内で宿泊又は寝泊まりする行為 

    八 公園の利用に際し、許可無く次の各号に掲げる物件を持ち込み又は使用する     

行為 

            イ 銃及び刀剣類（モデルガン、木刀、竹刀、その他これに類するもの） 

            ロ ブーメラン、弓矢、パチンコ、ラジコン飛行機、その他これらに類する       

もの 

            ハ 第一号の目的のために使用する道具 

      ニ 花火、火薬、大量のガス、油脂類及び火を使用する器具類（定められた       

場所で使用する場合及び許可されたイベントを除く） 

            ホ 木製、金属製バット、野球のボール（ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ専用球は除く）、ソフト       

ボール 

      へ スケートボード、キックボード 

      ト ゴルフクラブ、ゴルフボール 

      チ その他職員等が安全かつ快適な公園利用に支障を及ぼし、公園施設を毀       

損する恐れがあると認めたもの 

         九 公園管理者が備え付けたゴミ箱以外へゴミを投棄する行為 

                   

（ペットの随伴） 

第５条 公園内への動物の持ち込みは、犬、猫、ウサギ、ハムスター、その他これらに類   

するペット類に限り、随伴者が引き綱（リード）又はカゴ等によりペット類の行動   

を完全に制御できる状態で随伴する場合に限る。ただし、次の各号に掲げる場所で   

はペット類の随伴は認めない。 

        イ 建物の内部、乗り物（パークトレイン、大観覧車等） 

    ロ 動物の森 

    ハ 池、噴水、カナール（水面部分）、子供の広場（ちびっこ広場含む）の砂場、     

じゃぶじゃぶ池 

        二 マリンワールド 

    ホ ホテル ザ・ルイガンズ． 

    ヘ 海の中道 青少年海の家 

    ト サンシャインプール 

  ニ ドッグランの利用においては、別に定めるドッグラン管理運営要領によるものと   

する。 

  三 糞尿等の処理及び他の利用者とのトラブルについては、随伴者自らの責任におい   

て対応する。 

  四 盲導犬、聴導犬、介助犬については、本条を適用しない。 

 

（法第 11条の規定に関する適用除外） 

第６条 公園内における行為のうち、職員等の管理行為として行うものについては、法第   

11条の規定を適用しない。 

 

（場所の指定） 

第７条 都市公園法施行令（以下「令」という。）第 18条第三号第四号及び第五号に指定      

する場所は国営海の中道海浜公園事務所長（以下「事務所長」という。）が別に定      

めるものとする。 

 

（許可を要する行為） 
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第８条 公園内における行為のうち次の各号に掲げるものは、法第 12条に準ずる行為とみ      

なし、公園管理者の許可を受けるものとする。 

    一 アンケート調査または動植物や気象等の調査 

    二 開催日時等を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事 

        三 ステージ、観覧席、マイクロホン、スピーカー、拡声器等を設置又は使用す     

るもの（但し、人の参集・点呼等一時的な拡声器の使用は除く。） 

    四 営利を目的として、または会費などを徴収して写真又は映画等の撮影を行う     

もの 

    五 公園内に標識、横断幕等を掲示して行うもの 

    六 駐車場（臨時駐車場含む）及びその出入りのための園路以外の場所に自動車、     

オートバイを乗り入れること。 

    七 その他事務所長が他の公園利用者の正常な公園利用に支障を及ぼす恐れがあ     

ると認めたもの。 

 

（法第 12条の規定に関する適用除外） 

第９条 公園内における行為のうち、職員等の管理行為として行うものについては、法第   

12条の規定を適用しない。 

 

（利用指導） 

第 10条 職員等は、その責務に応じ、法令等及びこの要領に定める禁止行為または許可条   

件に違反する行為を発見したときは、必要の都度入園の制限または、適切な利用指   

導を行うものとする。 

 

（許可基準） 

第 11 条 法第 12 条の規定による許可の申請に関しては、原則として次の各号に掲げるも

のに該当するものは許可しないものとする。 

    一 営利を目的とした物品の販売または頒布 

       二 公共性に欠け、又は排他的な集会、展示会及び興業 

    三 営利のみを目的とした集会、展示会及び興業 

    四 公共性に欠ける募金または署名運動 

    五 当公園利用又は当公園管理に係わりのない調査（ただし、文化財保護法に基     

づく調査等公園管理者が必要と認める調査は除く。） 

    六 休園日または開園時間外の利用（ただし、以下に掲げるものは除く。） 

①  公園管理者が公園管理運営として行う宿泊行為又はＰＦＩ事業等の管
理者がその管理区域内において公園管理者との協議により行う宿泊行

為 

      ②ＴＶや写真の撮影の場合で公園のＰＲ効果が高いと認められるもの 

      ③福岡県警察本部の嘱託警察犬審査会 

      ④野外劇場利用及び野外コンサート等の許可に関する要領に基づき許可を得       

たもの 

⑤公園に隣接する自治会等が実施する防災活動などで公園を使用する場合 

    七 車両を利用する行催事（ただし、車両を利用することが行催事の実施に不可     

欠で他の利用者の安全と快適性が損なわれないと認められる場合を除く。） 

    八 次の各号の一に該当し著しく公園利用の安全性・快適性を損なうもの 

     イ 当公園施設の損傷または汚損 

          ロ 当公園の風致または美観の侵害 

     ハ 他の利用者に危害を加え又は不便を生じさせる恐れのあるもの 
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    九 事故の発生または公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如している     

と考えられる場合 

        十 申請者及び申請団体の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する     

法律第２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員等に

該当する場合 

      十一 前各号に定められるもののほか、当公園管理者が公園利用上又は管理上から     

不都合と認められるもの 

  ２．１項第一号の規定に係わらず、ＰＦＩ事業等の管理者または管理センターが、   

公園利用の促進または利用者の利便を図る目的で実施する場合は許可の対象とする   

ものとする。 

 

（許可条件） 

第 12条 当公園内の行為について許可をする場合は、次に掲げる条件を付与するものとす   

る。 

    一 他の利用者に迷惑をかけないように留意すること。 

      イ 公衆の安全を守るよう、必要な措置を講ずること。 

      ロ 当公園を損傷したり汚損するなど公園利用に支障を及ぼす恐れのある行       

為をしないこと。 

      ハ 当公園の風致及び美観、その他公園としての機能を害しないこと。  

    二 許可を受けた事項を変更しようとするときは、軽微なものを除き、公園管理     

者の許可を受けること  

        三 許可期間が満了したときは、公園を直ちに原状に回復すること。ただし、原     

状に回復することが不適当な場合は、当公園管理者の指示に従い必要な措置

を講じること。 

        四 事故が発生し、又はその恐れがあると判断される場合は、速やかに公園管理     

者に報告するとともに、当公園利用者の安全確保を行い、申請者の責任にお

いて速やかに処理すること。 

    五 当公園施設を損傷し、汚損し又は滅失した場合は、速やかに公園管理者に報     

告しその指示に従い、これを修理し、若しくは原状に回復、又は賠償するこ

と。 

    六 次に示すような場合、許可の取消し又は必要な措置を命ずる場合がある。            

イ 申請内容に偽りがあったり、不正な手段により許可を受けた場合。 

      ロ この許可条件を守らない場合。 

            ハ 許可事項以外の行為を行った場合 

      二 当公園の保全又は他の公園利用に著しい障害が発生した場合。 

      ホ 当公園の運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合。 

      ヘ 許可を受けた行為が当公園のイメージを著しく損なう（相当な苦情が発       

生する等）場合。 

            ト その他、公園の安全な利用のために公園管理者が必要と判断した場合 

    七 都市公園法及び関係法令を遵守するとともに、公園管理者の指示に従うこと 

        八 その他、必要に応じ公園管理者が付与する条件を守ること。 

    九 公園内に車両を乗り入れる場合は、別途立入許可申請を行うこと。 

附則  この要領は平成１７年 ３月１９日から適用する。 

        この要領は平成２１年１１月 １日に一部改正する。 

        この要領は平成２２年１０月 １日に一部改正する。 

        この要領は平成２３年 ４月 １日に一部改正する。 

        この要領は平成２４年  １月 １日に一部改正する。 
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        この要領は平成２５年  ４月１５日に一部改正する。 

この要領は平成３０年  ４月 １日に一部改正する。 
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国営海の中道海浜公園における行為の禁止等に関する取扱要領の細目 

 

                                                      国営海の中道海浜公園事務所 

 

（たき火及び炊飯等） 

第１条 要領第４条第二号及び第７条の別に定める場所は以下のとおりとする。但し、職員等の

管理行為である場合であっても別途国営海の中道海浜公園事務所と協議し国事務所長の許

可を得るものとする。 

    一 炊飯施設及び燃焼施設のある建造物内 

    二 法第１２条の申請により火気の使用が許可された場所 

    三 「いこいの森」キャンプ場のファイヤーサークル並びに炊飯所 

    四 「海の広場」の塩作製施設 

    五 光と風の広場「デイキャンプ場」のサイト及び調理棟 

 

（自転車利用） 

第３条 要領第４条第三号に定める行為は次の各号とする。 

    一 定められたサイクリングコース以外に自転車を乗り入れること 

    二 定められた場所以外に自転車を駐輪させること 

    三 スピードの出し過ぎ、無理な追い越し等他の利用者の安全に支障が及ぶこと 

        四 法第１２条の申請により許可された行催事及び職員等の管理行為として行う     

場合は上記第一号一～第三号は適用しない。 

 

（車両の乗り入れ） 

第４条 都市公園法施行令第 18 条第五号に定める場所は、園路及び駐車場（臨時駐車場を   

含む）及びその乗り入れのための園路とする。なお、車両を乗り入れる際の詳細な規定に

ついては「国営海の中道海浜公園 園内業務入園における車両通行規則」によるものとす

る。 

 

（立入禁止区域） 

第５条 令第18条第四号に定める区域は、立入禁止の標示をしている区域とする。 

 

（令第18条第四号の規定に関する適用除外） 

第６条 公園管理者により安全性が確保される行催事等の立入を認めるものとし、別紙様式第１

を提出させるものとする。 

  ２．上記１項以外で同区域に占用を許可された者及び区域隣接地の所有者が物件等の   

使用及び管理等のためだけに園内に立ち入る場合。 

  ３．職員等が管理行為として立ち入る場合。 

  ４．国及び管理センターが発注した工事等で立ち入る場合。 

  ５．その他事務所長が必要と認めるもの。 

 

 

 

別添１２ 
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（許可を要する行為の取扱） 

第７条 要領第８条に基づく許可・申請にあたっては、以下に留意するものとする。 

   一 許可の申請にあたっては、海の中道管理センターと協議調整を行った上で、行    

為を実施しようする日の３ヶ月前から 14 日前までの間に必要な書類を付して法第    

12 条の許可申請書を申請するものとする。ただし、他の取扱要領等に定めがある    

場合はその定めを適用する。 

 

（許可の取り消しについて） 

第８条 要領第 12 条第六項において、公園管理者が行為の取り消しを命じた場合において   

も、その行為に関わる費用等一切の補償は行わないものとする。 

 

（字句の定義） 

第９条 本細目文中にある「職員等」「法」「公園管理者」「ＰＦＩ事業等」「事務所長」とは

国営海の中道海浜公園における行為の禁止等に関する取扱要領を準用するものとする。 

 

附則  この要領は平成１７年 ３月１９日から適用する。 

        この要領は平成２２年１０月 １日より一部改正する。 

        この要領は平成２３年 ４月 １日より一部改正する。 

この要領は平成３０年 ４月 １日より一部改正する。 
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国営海の中道海浜公園 園内業務入園における車両通行規則 
 
                           国営海の中道海浜公園事務所 
１．目  的 
  本規則は公園における国土交通省(以下「事務所」という。)・都市再生機構（以下「機構」

 という。）・国営海の中道海浜公園管理運営業務受託者（以下「管理センター」という。）及

 び関連の業務用車両並びに臨時に入園する車両全てに適用される。園内利用者保護のため、園

 内への車両通行を極力自粛し、お客様の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度

 等に心掛けると共に、公園施設を保全しなければならない。 
 
２．車両通行の許可 
 １）車両通行許可証の発行は管理センターとする。 
 ２）工事その他の業務で公園内に立ち入る場合は、あらかじめ公園内立入許可申請書（別記様

式１）を提出して公園内立入許可書（別記様式１－１）を受けなければならない。 
 
３．公園内立入許可の条件 
 １）区域内の国有財産（樹木を含む）を滅失または毀損した場合は公園管理者の指示に基づき

原状に回復、またはその損害を賠償すること。 
 ２）第３者に損害を及ぼした場合は申請者の責任において賠償すること。 
 ３）立入りの目的以外の行為を行わないこと。 
 ４）有料エリア内及びリゾートエリア内の舗装されている広場・園路（光と風の広場管理棟か

らデイキャンプ場駐車場までの園路は除く）は普通乗用車（セダン型（ハッチバック型は除

く）・クーペ型・オープンカー）及び自動二輪の乗り入れは不可とする。ただし、青少年海

の家利用目的のための青少年海の家エリアのみは、普通乗用車及び自動二輪の乗り入れ可と

する。 
 
４．車両通行の遵守事項 
 １）園内は原則として左側通行、走行速度は20Km/h以下とし、走行経路は車両入園許可申請書

時に添付される車両等走行ルート図に従うものとする。 
 ２）交差点（部）及び横断歩道においては一旦停止を確実に行うこと。 
 ３）走行中は必ず黄色回転灯を点灯すること。 
 ４）クラクションは原則として使用しないこと。 
 ５）公園利用者（歩行者・自転車）を最優先させることし、混雑時は徐行運転で走行すること。

来園者に道を譲ってもらった場合は必ずお礼と感謝の気持ちを込めて挨拶を行うこと。 
 ６）発進時は車両周囲の安全を確認すること。 
 ７）入園中は運転席の前面に車輌通行許可証を掲示すること、また運転に際しては園内標識に

従うこと。 
 ８）開園区域内に乗り入れる車両は、見苦しくないよう常に清掃管理すること。 
 ９）駐車中のアイドリングは行わないこと。 
 10）業務用車両の運行は最小限にとどめ、開園時間内に資材、商品及び食材等の搬入がない場

合は、業務用駐車場に車を止め、自転車・徒歩等で入園すること。 
 11）サイクリングコースは通行許可車以外車両乗り入れ禁止。 
 12）業務用車両は、極力歩道・園路及び芝生地・広場に駐車しないものとし、公園利用者か 

  らの視野から避けること。ただし業務上駐車しなければならない場合は、車両の前後にセ 

別添１３ 
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  フティーコーンを置き、公園利用者に動かない車であることを示すこと。 
 13）園内に入ることができる車は公園利用者が業務用車両であると識別できるよう三方向に会

社名が標示している車とする。会社名の標示のない車を入園させる場合はマグネットシート

等で社名もしくは「園内作業中」を標示すること。 
 14）４ｔ以上の車を開園時間内に通行させる場合は先導車を出すこと。４ｔ以上の車が多数通

行する場合は、業務用入口付近や他の交通と交差する場所に警備員を常駐させること。 
 15）ワンダーシャトルから動物の森正門⇒森の家⇒西サイクリングセンター⇒ガードマン詰所

までのコースは反時計回りの一方通行とする。 
 16）ガードマン詰所職員勤務時間外に入退園する際は、あらかじめ主任監督職員（占用工事に

ついては国管理係長）に許可を得て、休日・残業等作業届（別記様式３）を以下の提出期限

までに管理センター及びガードマン詰所職員に提出し、承諾を得ること。なお、下記、ガー

ドマン詰所職員の勤務時間帯以外に入退園を行う場合には、その旨を以下の①②により必ず

連絡を入れた上で、海の家ガードマン口より入退園すること。また、園路途中にある車止め

柵等を通行のため移動した場合は、すみやかに原状復旧すること。 
   ①勤務時間前（早朝入園）・・作業該当日の前日の１５時まで 
   ②勤務時間後（残  業）・・作業日当日の１５時まで 
    ※勤務時間 3月～10月 7：00～18：30、11月～2月 7：00～18：00 
  17）この規則で定める規程に違反した車両及び運転手は即刻退園を命じると共に、再入園を禁

止する。 
 
５．車両通行時間 
 １）業務用車両の走行は極力開園時間外（7：30～9：30、17：30（冬期17：00～18：30））に

努めること。 
 ２）土日祝及びお盆期間の多客時の開園時間内の車両の通行は原則不可とする。ただし、あら

かじめ主任監督員（占用工事は国管理係長）に許可を得て、土日祝等開園時間内車両通行許

可願（別記様式2）を提出し許可を受けたものはこの限りではない。 
 ３）上記の許可を受けた場合でも、土日祝の車両の通行は原則11：00～15：00まで不可とし、

  食料品の仕込み、菓子・雑貨・ジュース等の納品は平日もしくは来園者の少ない朝もしくは

  夕方とする。なお納品時間、ルート、納品方法等の納品計画を事前に十分に検討し、公園担

  当職員の了解を得ておくこと。 
 ４）休日等混雑時、止むを得ず、追加の納品が必要な場合は外周及び中央コースのみの走行と

し、所定の場所から台車等で小運搬する。この場合、事前に公園担当職員の許可を得ること。 
 ５）土日祝及びお盆期間等の混雑時に通行許可を得た場合は、マラソン大会や大規模イベント

等で通行不可の場合があることから、事前に公園担当職員へ１ヶ月毎の通行計画書を提出し

て調整すること。 
 
 附則  
      この規則は、平成１８年 ４月 １日より適用する。 
      この規則は、平成２１年１１月 １日より一部改正する。 

この規則は、平成２２年１１月 １日より一部改正する。 
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（別記様式１） 

平成 年 月 日 
 
海の中道管理センター 
      管理センター長 殿 
 
                     申請者 住所    
 
                         氏名   印 
 
 
 

公 園 内 立 入 許 可 申 請 書 
 
 
 標記について、下記のとおり立入りを許可くださるよう申請します。 
なお、公園区域立入りに際しては、貴センターから提示された許可条件及び注意事項を遵守する

ことを確約いたします。  
 

記 
 
１．立入り先     海の中道海浜公園区域内（別紙位置図のとおり） 
 
２．立入り目的 
 
３．業務名及び 
  （工 期）  （平成  年  月  日 ～ 平成 年  月  日） 
 
４．立入り期間   平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 
 
５．責任者名 
          連絡携帯電話番号（       -         -           ）  
６．添付書類 
          （1）立入り者名簿  （別紙のとおり） 
          （2）車輌番号一覧表 （別紙のとおり） 
          （3）通行ルート   （別紙のとおり） 
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（別記様式１－１） 
                          平成   年   月   日 
 
             様 
 

  
 海の中道管理センター  

管理センター長   
 

公 園 区 域 内 立 入 許 可 書 
 
 平成  年  月  日付をもって申請があった公園区域内への立入りについては、下記条件

を付して許可する。 
 

記 
 
１． 立入り期間   平成  年  月  日  ～  平成  年  月  日 
２． 立入り目的 
３． 責任者氏名 
４． 条   件 
 （１）区域内の国有財産（樹木を含む）を滅失または毀損した場合は公園管理者の指示に基 

    づき原状に回復、またはその損害を賠償すること。 
 （２）第三者に損害を及ぼした場合は申請者の責任において賠償すること。 
 （３）立入りの目的以外の行為を行わないこと。 
 （４）普通乗用車（セダン型（ハッチバック型は除く）・クーペ型・オープンカー及び自動二

    輪）の乗り入れはガードマン入口までとする。 
 
５．注意事項 
 （１）立入り区域内における行為は許可による他担当警備員の指示に従うこと。 
 （２）立入り区域内における服装は公園利用者に不快感を与えないよう留意すること。 
 （３）本許可書記載事項の訂正は管理センターの訂正印が無い場合は無効とする。 
 （４）立入りの際は火気（特に煙草）に充分注意すること。 
 （５）車両による立入り時間は極力閉園時間（7:30～9:30、17：30（冬期17:00～18:30））に

   通行するよう努め、原則として土日祝及びお盆期間は不可とする。但しあらかじめ許可 

   を得たものについてはこの限りではない。 
 
６.車両の通行にあたって次のことを遵守すること。 
   １）園内は原則として左側通行、走行速度は20Km/h以下とし、走行経路は車両入園許可 

     申請書時に添付される車両等走行ルート図に従うものとする。 
      ２）交差点（部）及び横断歩道においては一旦停止を確実に行うこと。 
      ３）走行中は必ず黄色回転灯を点灯すること。 
      ４）クラクションは原則として使用しないこと。 
      ５）公園利用者（歩行者・自転車）を最優先させることし、混雑時は徐行運転で走行す 

     ること。来園者に道を譲ってもらった場合は必ずお礼と感謝の気持ちを込めて挨拶を
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     行うこと。 
     ６）発進時は車両周囲の安全を確認すること。 
     ７）入園中は運転席の前面に車輌通行許可証を掲示すること、また運転に際しては園内 

   標識に従うこと。 

   ８）開園区域内に乗り入れる車両は、見苦しくないよう常に清掃管理すること。 
   ９）駐車中のアイドリングは行わないこと。   
   10）業務用車両の運行は最小限にとどめ、開園時間内に資材、商品及び食材等の搬入が 

   ない場合は、業務用駐車場に車を止め、自転車・徒歩等で入園すること。 

     11）サイクリングコースは通行許可車以外車両乗り入れ禁止。 
     12）業務用車両は、極力歩道・園路及び芝生地・広場に駐車しないものとし、公園利用 

   者からの視野から避けること。ただし業務上駐車しなければならない場合車両の前後

   にセフティーコーンを置き、公園利用者に動かない車であることを示すこと。 

     13）園内に入ることができる車は公園利用者が業務用車両であると識別できるよう三方 

   向に会社名が標示している車とする。会社名の標示のない車を入園させる場合はマグ

   ネットシート等で社名もしくは「園内作業中」を標示すること。 

     14）４ｔ以上の車を開園時間内に通行させる場合は先導車を出すこと。4ｔ以上の車が多

   数通行する場合は、業務用入口付近や他の交通と交差する場所に警備員を常駐させる

   こと。 

     15）ワンダーシャトルから動物の森正門⇒森の家⇒西サイクリングセンター⇒ガードマ 

   ン詰所までのコースは反時計回りの一方通行を遵守すること。 

   16）ガードマン詰所職員勤務時間外に入退園する際は、あらかじめ主任監督職員（占用工

事については国管理係長）に許可を得て、休日・残業等作業届（別記様式３）を以下

の提出期限までに管理センター及びガードマン詰所職員に提出し、承諾を得ること。

なお、下記、ガードマン詰所職員の勤務時間帯以外に入退園を行う場合には、その旨

を以下の①②により必ず連絡を入れた上で、海の家ガードマン口より入退園すること。

また、園路途中にある車止め柵等を通行のため移動した場合は、すみやかに原状復旧

すること。 

     ①勤務時間前（早朝入園）・・作業該当日の前日の１５時まで 
     ②勤務時間後（残  業）・・作業日当日の１５時まで 
     ※勤務時間 3月～10月 7：00～18：30、11月～2月 7：00～18：00 
    17）この規則で定める規程に違反した車両及び運転手は即刻退園を命じると共に再入園 

    を禁止する。 
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（別記様式２） 
 

土日祝等開園時間車両通行許可願 
平成 年 月 日 

 
 
海の中道管理センター 
     管理センター長 殿 
 
                 申請者 住所     
                    氏名     印 
 
 園内業務入園における車両通行規則第５条の２により、下記のとおり申請します。 
 
 

記 
 
１．期  間    平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 
 
２．場  所  
 
３．業務内容 
 
４．通行理由 
 
５．責任者名 
      連絡携帯電話番号（    －     －     ） 

 
上記について必要と認めます。 
 
                                 （国  管理係長） 
平成 年 月 日          主任監督員          印 
 
 事前に１ヶ月毎の通行計画書を提出することを条件に土日祝及びお盆期間中の開園時間内立

入りを許可します。   
 
                     
平成 年 月 日              海の中道管理センター 
                         管理センター長   
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通行許可証（ひな形） 
 

通 行 許 可 証 

有効期限    年   月  日まで 
 
会 社 名                                           
 
工 事 名                                           
 
車両番号                      
 

国営海の中道海浜公園 
 
○○○○エリア（平日用） 

 
 
 

公園内車両通行および作業心得（ひな形） 
 

公園内車両通行および作業心得 
１．指定したルートに従って通行すること。 

２．園内は20km/h以下で走行し、交差点および横断歩道においては、一旦停止を確実に行うこと。 

３．クラクションは原則使用してはならない。 

４．歩行者及び自転車を優先すること。 

５．公園利用者および諸施設の安全に細心の注意を払わなければならない。 

６．公園利用者の快適な公園利用を妨げないよう運転及び作業態度に留意すること。 

７．入園中は通行証車両前方に明示しなければならない。 

８．所定の時間内に所定の出入口から出入し不必要な場所に立ち入らないこと。 

９．駐・停車の際は芝生地及び林地を以外の場所で公園利用者の妨げにならぬよう配慮すること。 

10．車を離れる際には、必ずエンジンを停止すること。 

11．国営海の中道海浜公園 園内車両通行規則を遵守すること。 

12．通行証の有効期限が切れたときは直ちに返却し、若しくは更新手続きをとること。 

 

国土交通省 九州地方整備局 

国営海の中道海浜公園事務所 

［発行］海の中道管理センター 
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※上図の交通ルールは、平成30年度運営委員会において青少年海の家の前の園路を逆走する車両がいるという指摘を受け、関
係機関と調整の上、決定したものである。 

工事・業務名 元受会社名

会社名 立入者名 電話番号 車両番号 メーカー 車名 車種（該当するものに丸をお付けください）
土日祝通
行申請車

備考

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン 　

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

　商業車（トラック・バン）　・　ワゴン車　　・　ミニバン
・　1BOX　　・２BOX　　・　軽ワゴン　　・　セダン

※携帯電話をお持ちの場合は電話番号の欄に携帯電話番号をお書きください。
※車名及び車種は園内乗り入れが出来ないセダン（3BOX車）でないかをチェックするためにたずねております。該当する型式に丸をお付けください。
※土日祝日及びお盆期間中の混雑時に業務上入れざるを得ない車の場合は土日祝通行申請車の欄に○を付けてください。なお主任監督員が必要なしと判断した場合は許可が下りないことを予めご了承ください。
※車両通行証・入園証の発行は1週間ほどかかります。センター総務係に出来上がりの電話確認後、受け取り来られてください。

公園内立入者及び車両入園許可申請一覧

《凡例》

コース１ 一方通行コース（反時計回り）

コース２ 外周及び中央コース

コース３ いこいの森コース（反時計回り）

コース４ 海の家・シオヤコース

※土日祝及びお盆期間中、通行できるコースは、「一方通行」、

「外周及び中央」、「いこいの森」、「海の家・シオヤ」コースのみ

コース１

コース３

コース４

《注意事項》
※園路を通行する場合、園内の交通ルールを遵守し安全運転に

努めて下さい。（平日、上記コース以外を通行する場合も含め）

※いこいの森コース付近では、「海の家」によるｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ等が

開催されていることがあるため、より安全運転に努めて下さい。

※「海の家」前の園路では、利用者がバスの乗降をしていることが

ありますので、十分注意してください。

※緊急時は除きます。
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立 入 禁 止 区 域 へ の 立 入 届 出 書 

 
平成   年   月   日 

 
 
国営海の中道海浜公園事務所長  殿 
 
                   申請者 住 所 
 
                                              氏 名            印 
 
 
 立入禁止区域について、以下の条件を遵守しますので、立入の届出をいたします。 
 

記  

  団体名及び 
 代表者名 

  

  日 時 平成   年  月  日 ～ 平成  年  月  日 
                                         （うち  日間） 

  目 的  

  内 容  

  人 数  

  その他  

 
《遵守事項》 
    １．本届出の実施にあたり事故等が発生した場合はすべて申請者の責任で対応すると

ともに、公園管理者へも速やかに報告すること。 
  ２．海浜部へ立入にあっては海浜植物の保護のため、みだりに踏み荒らさないこと。 
  ３．海浜部へ立入にあっては公園管理者に無断で海浜動植物を採取しないこと。 
  ４．海水浴等を行わないこと。波打ち際から３０ｍ以内には近寄らないこと。 
  ５．ゴミ等を投棄しないこと。 
    ６．ペットを持ち込まないこと。 
    ７．火気等を使用しないこと。 
    ８．公園施設の正常な利用に支障を及ぼさないこと。 
  ９．その他、公園の適正な利用のため、公園管理者の指示に従うこと。 
 

別添１４ 
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都市公園法第６条及び第12条の許可申請書 

別添１５ 
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新 規 ・ 更 新 ・ 変 更

国九整　　　　第　　　号

平成　　年　　月　　　日

公園管理者　　九州地方整備局長　　　殿

平成 年 月 日

　

　　　　　　　　　　　　　　印

　

　

（自）平成 年 月 日

（至）平成 年 月 日

　

長　　　　　　ｍ　　 ｍ （自）平成 年 月 日

幅　　　　　　ｍ　 ｍ 　

面積　　　　　㎡　 ㎡ （至）平成 年 月 日

占 用 物 件 の

管 理 方 法

都 市 公 園 の

復 旧 方 法

占 用 場 所 及 び

　　する。

及 び 完 了 の 時 期

掘
削

面
積

占 用 期 間

都 市 公 園 名

担　当　者

Ｔ　E　Ｌ

都市公園法第６条の規定により下記のとおり
許可を申請

協　　　議

海　の　中　道　海　浜　公　園

都 市 公 園 占 用

氏　　　名

住　　　所

（郵便番号）

書
許可申請

協　　議

占 用 の 目 的

な る べ き 事 項

及 び 数 量

工 事 の 実 施 方 法

占 用 物 件 の 名 称

・ 規 模 ・ 構 造 ・

及 び 工 事 の 着 手

そ の 他 参 考 と
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平成 年 月 日

公 園 管 理 者

　九 州 地 方 整 備 局 長　殿

申請者 氏　名 印

住　所

担当者

ＴＥＬ

自） 平成　 　年　 　月　 　日

至） 平成　 　年　 　月　 　日 （うち：　 　日間）

そ　の　他

場　 　所

目　 　的

内　 　容

許　　可　　申　　請　　書

　都市公園法第１２条の許可を受けたいので、下記により申請します。

記

行為の種類

許可の期間
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誓 約 書

平成 年 月 日

公園管理者

九州地方整備局長 殿

住所：

氏名： ㊞ 

平成 年  月  日付けで都市公園法第6条に基づき申請した、 
「 」について、

次のとおり誓約します。

１．自己又は自社（団体）の役員等は、次のいずれにも該当しません。

 また、次に掲げる者が、その経営等に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で

はありません。

１）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号第 2 条第 2 号
に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）

２）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号第 2 条第 2 号
に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）

３）暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者

４）自己、自社（団体）もしくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若し

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

２．都市公園法第 6条に基づく許可後、上記 1項の規定に該当する事が判明し、公園管理者
より許可の取り消しを命じられた場合は、その命令に従います。また、当該事象により発

生した損害等について、国土交通省・九州地方整備局・国営海の中道海浜公園事務所・公

園管理運営業務受託者に対してその賠償の請求はいたしません。

海の中道海浜公園では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等

でない旨の誓約をお願いしております。なお、内容確認のために福岡県警察本部へ照会を

行う場合があります。

-別添112-



誓 約 書

平成 年 月 日

公園管理者

九州地方整備局長 殿

住所：

氏名： ㊞ 

平成 年  月  日付けで都市公園法第12条に基づき申請した、 
「 」について、

次のとおり誓約します。

１．自己又は自社（団体）の役員等は、次のいずれにも該当しません。

 また、次に掲げる者が、その経営等に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で

はありません。

１）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号第 2 条第 2 号
に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）

２）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号第 2 条第 2 号
に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）

３）暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者

４）自己、自社（団体）もしくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若し

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

２．都市公園法第 12条に基づく許可後、上記 1項の規定に該当する事が判明し、公園管理者
より許可の取り消しを命じられた場合は、その命令に従います。また、当該事象により発

生した損害等について、国土交通省・九州地方整備局・国営海の中道海浜公園事務所・公

園管理運営業務受託者に対してその賠償の請求はいたしません。

海の中道海浜公園では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等

でない旨の誓約をお願いしております。なお、内容確認のために福岡県警察本部へ照会を

行う場合があります。
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誓 約 書

平成 年 月 日

公園管理者

九州地方整備局長 殿

住所：

氏名： ㊞ 

 平成  年  月  日付けで都市公園法第6条及び第 12条に基づき申請した、 
「  」について、

次のとおり誓約します。

１．自己又は自社（団体）の役員等は、次のいずれにも該当しません。

 また、次に掲げる者が、その経営等に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で

はありません。

１）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号第 2 条第 2 号
に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）

２）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号第 2 条第 2 号
に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）

３）暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者

４）自己、自社（団体）もしくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若し

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

２．都市公園法第 6条及び第 12条に基づく許可後、上記 1項の規定に該当する事が判明し、
公園管理者より許可の取り消しを命じられた場合は、その命令に従います。 

また、当該事象により発生した損害等について、国土交通省・九州地方整備局・国営海

の中道海浜公園事務所・公園管理運営業務受託者に対してその賠償の請求はいたしません。 

海の中道海浜公園では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等

でない旨の誓約をお願いしております。なお、内容確認のために福岡県警察本部へ照会を

行う場合があります。
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園内におけるロケーション等の許可に関する取扱要領 
 

国営海の中道海浜公園事務所 
 
（定 義） 
第１条 園内における撮影（写真、映像）及びロケーション（以下、「ロケーション等」という。）

   とは、行為の禁止等に関する取扱要領（平成25年4月15日改正）（以下、「行為の取扱要領」

   という。）第８条第四項に記したものを指し、個人や団体が記録としてのみ撮影するもの、

   職員等が管理行為として行うもの及びＴＶ、新聞、雑誌等（以下、「マスコミ等」という。）

   の撮影で当公園の広報につながるものは除く。 
 
（許可申請）   
第２条 海の中道海浜公園内でロケーション等を行おうとする者は、ロケーション等を行おうとす

る日の原則14日前迄に法第12条に基づく申請書及び公園管理者又は管理センターの求める

資料を公園管理者へ提出するものとする。 
   ２．報道の為の取材については、原則３日前迄に法第 12条に基づく申請書及び公園管理者又

は管理センターの求める資料を公園管理者へ提出するものとする。但し、災害・事件等

緊急な場合はその限りではない。 
   ３．個人や団体が記録としてのみ撮影するものについては、許可申請は不要とする。  
  ４．マスコミ等の撮影で当公園の広報として行うものについては、事前に国営海の中道海浜    

公園取材申込書「以下、（取材申込書）という。」を管理センターへ提出するものとする。

なお、管理センターは国営海の中道海浜公園事務所に内容を報告し承諾を得るものとす   

る。 
 
（許可基準） 
第３条 法第12条の規定による許可申請及び取材申込書に関しての、許可基準は原則として次の 

   各項に掲げるものとする。 
   １．当公園のイメージを損なうロケーション（物品の持込含む）等は許可しない。 

  ２．行為の取扱要領第４条及び５条の各号に該当するものを含むロケーション等は許可しない。

３．立入禁止区域でのロケーション等は許可しない。 
   ４．当公園があたかも、商品や企業を応援・推奨等していると取られるようなものは、許可 

   しない。 
 
（その他） 
第４条 ロケーションを許可するにあたり原則、映像に当公園名等を挿入することを義務づける 

   ものとする。     
 
（字句の定義） 
第５条 本要領文中にある「当公園」「職員等」「法」「公園管理者」「管理センター」とは国営

   海の中道海浜公園における行為の禁止等に関する取扱要領を準用するものとする。 
 
（付 則） 
第６条 平成22年12月１日から施行する。 
（平成６年11月1日より適用してきた園内における商業的撮影行為に対する考え方を踏襲した） 
        平成23年４月１日から一部改正 
        平成23年８月１日  一部改正 

    平成25年４月１５日 一部改正 
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国営海の中道海浜公園 野外劇場利用及び野外コンサート等の許可に関する取扱要領 
 
（目 的） 
第１条 本要領は、国営海の中道海浜公園（以下「当公園」という。）の野外劇場の利用及び野外

コンサート等で公園の一部を排他的に利用する場合の許可について必要な事項を定め、適正

な実施運営を図ることを目的とする。 
 
（運営方針） 
第２条 野外劇場は、当公園の整備方針である都市における生活環境の改善と、広域的な屋外レク

レーション需要に対応するための公園施設として、国民が愛好する音楽、舞踊、演劇、アウ

トドアスポーツ（以下、「野外コンサート等」という。など多様なレクリエーション開催の

ための会場として運営するものである。 
    また、野外コンサート等については一般的なレクレーション等より綿密な調整が必要な事

から、より詳細な要領を定め適正な運営が図れるよう努めるものである。 
 
（許可条件） 
第３条 野外劇場及び野外コンサート等の許可条件は以下の各号に掲げるものとする。 
    （１） 公序良俗に反する恐れのあるイベントは許可しない。 
   （２） 当公園のイメージを損なう（物品を使用する）恐れのあるイベントは許可しない。 
    （３） 公園施設を毀損又は滅失する恐れのあるイベントは許可しない。 
    （４） 原則、集客規模１，０００人を超えるものとする。 
    （５） 一般の公園利用者に支障がなく公益性のあるものとする。 

（６） 開園日、開園時間内であること。ただし、公演等の都合上夜間延長を必要とする場

合は、22時（公演は21時迄）迄とする。なお、夜間延長が必要なとなった場合、会

場及びイベント参加者誘導に必要となる照明等は利用者（主催者）で対応するもの

とする。 

（７） 国営海の中道海浜公園における行為の禁止等に関する取扱要領第４条及び第５条に

該当しないよう参加者に徹底するものとする。 

    （８） 国営海の中道海浜公園 園内業務入園における車両通行規制を遵守するよう、すべ

てのスタッフ及び関係者に徹底するものとする。 
    （９） その他公園管理者が公園の管理運営上問題があると認めたものについては許可しな

い。 
 
（許可申請） 
第４条 利用申込は都市公園法（以下、「法」という。）第12条に基づく許可を得るものとする。 
        なお、許可申請については以下のとおり取り扱うものとする。 
   （１） 利用する前年度に野外劇場の利用及び野外コンサート等の利用実績がある場合は、

毎年、海の中道管理センター（以下、「管理センター」という。）が開催する野外劇

場の利用及び野外コンサート等の利用実績のある主催者が一同に介した意見交換会

に参加する事を条件にイベント等を開催しようとする前年度の10月１日からイベン

ト等を開催（開催のための準備）しようとする日の60日前までに法12条の許可申請書

に第４条第１項（３）に示す項目を具備した実施概要書を付して管理センターに提出

しなければならない。なお、意見交換会に参加されない場合は、それ以前に許可証を

発行していたとしても、一旦許可を取り消すものとする。 
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      （２） 利用する前年度に野外劇場の利用及び野外コンサート等の利用実績がない場合は、 

      毎年、管理センターが開催する野外劇場の利用及び野外コンサート等の利用実績のあ

る主催者が一同に介した意見交換会の日以降イベント等を開催（開催のための準備）

しようとする日の60日前までに法12条の許可申請書に第４条第１項（３）に示す項目

を具備した実施概要書を付して管理センターに提出しなければならない。 
   （３） 実施概要書に具備する事項は以下のとおりとする。 
           ①開催目的 ②開催日時（雨天時の対応含む） ③主催者等の名称 ④開催内容 
       ⑤参加者数の見込み ⑥物販等の有無  
       ⑦問い合わせ先（担当者の所属団体・氏名・連絡先）  
       ⑧運営組織図及び連絡体制(案) ⑨会場図(案) ⑩案内誘導計画(案)  
       ⑪安全対策及び救護体制(案) ⑫交通（駐車場・シャトルバス等）対策（案）  

       ⑬周辺地域対策(案) ⑭その他特記すべき事項 
  ２．上記第１項により許可を受けた後、主催者は準備及びイベント実施に際しての管理・運営

に必要となる事項について管理センターと綿密な調整を図るとともに第４条第２項（１）に

示す項目を具備したマニュアルをイベントの準備を実施しようとする日の14日前までに管

理センターへ必ず提出するものとする。なお、期限までにマニュアルが提出されない場合は、

法12条の許可を取り消す場合がある。 
   （１） マニュアルに具備する事項は以下のとおりとする。 
           ①開催目的 ②開催日時（雨天時の対応含む） ③主催者等の名称 ④開催内容 
       ⑤参加者数の見込み ⑥物販等の有無  
       ⑦問い合わせ先（担当者の所属団体・氏名・連絡先）  
       ⑧運営組織図及び連絡体制 ⑨会場図(詳細) ⑩案内誘導計画  
       ⑪安全対策及び救護体制 ⑫交通（駐車場・シャトルバス等）対策  
       ⑬周辺地域対策 ⑭入園料支払い方法及び参加者の入園方法  
       ⑮実施スケジュール（準備・開催日当日・撤去）  
       ⑯その他公園管理者が必要と認める資料 
    ３．法12条の許可を受けた日以降しか当該イベントの告知等で開催場所を明らかにする事は 

  できないもとする。 
 
（占用の申請） 
第５条 利用者は、野外コンサート等について許可を受けたとき、会場等として必要とする部分 

   （野外劇場は別紙コンサート等での野外劇場使用における占用面積の取り決め（案）」）開

   催（開催のための準備）しようとする日の30日前までに法６条に基づく占用許可申請書を管

   理センターに提出しなければならない。 
 
（占用料の納入） 
第６条 利用者は第５条申請により公園管理者より許可を受けた占用部分（面積）にかかる占用料

について、納入告知書発行日より20日以内に所定の額を納入しなければならない。 
    なお、イベント等中止となった場合でも占用料の返還等は行わないものとする。 
 
（利用上の留意事項） 
第７条 利用者は野外劇場の利用及び野外コンサート開催に際して以下に掲げる事項について留

   意しなければならない。 
   （１） 会場内で利用期間中に設置した仮設物・設備類は善良な管理者により管理すること

 （２） 利用期間中に使用した、資材・器具類は使用終了後速やかに撤去し原状に復旧する

         こと。 
    （３） 利用者が主催するイベントの参加者（入園者）が公園の開園前に参集し混乱が生じ
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る恐れのある場合は利用者側で整理すること。 
   （４） 利用者が主催するイベントで災害、盗難、救急事案、警察事案が発生しないよう努

めなければならない。なお、万が一イベントにおいて災害、盗難、救急事案、警察

事案が発生した場合は利用者により適切な対応を行う他、公園管理者に報告しなけ

ればならない。 
    （５） 公園の駐車場の収容台数には限りがあるため、利用者側で参加者の駐車場を確保す

るか、市街地からの大量輸送等を行うか、参加者は公共交通機関利用するよう周知・

徹底を行う等の方策を行うこと。 
   （６） コンサート等は大音量等が予想されるので、地元自治会等へ事前説明等必ず行うこ

と。 
 
（物販等の取扱い） 
第８条 野外コンサート等のイベントに付随して展示、物販、ロケーション等（以下、「物販等」

   という。）を行う場合は、管理センターの担当部署と綿密な調整を行う外、管理センターよ

   り提出を求められた資料については物販等行おうとする日の30日前までに必ず提出するも

   のとする。なお、期限を守れなかった場合には、物販等が出来ない場合があるので特に留意

   すること。 
    ２．上記で許可された内容と異なる状況が現地で確認された場合は、当該の物販等については

中止させる場合がある。 
 
（利用の取り消し等） 
第９条 利用者（主催者）は野外劇場の利用及び野外コンサートの運営管理に際して一切の責任を

負うものとする。なお、以下に掲げる事項について違反等を公園管理者が確認し、主催者に

対して指導を行ったにも関わらず、その指導に従わない場合には公園管理者より利用の取り

消しを命ずる事が出来る、その場合主催者はその命令に従わなければならない。 
（１）公序良俗に反する行為が確認された場合。 
（２）当公園のイメージを損なう（物品を使用した）内容が確認された場合。 

（３）公園施設を毀損又は滅失する行為が確認された場合。 

（４）国営海の中道海浜公園における行為の禁止等に関する取扱要領第４条及び第５条に 

該当する参加者が確認された場合。 

（５）国営海の中道海浜公園園内業務入園における車両通行規制を遵守しないスタッフ及 

び関係者が確認された場合。 
（６）本要領に記載された事項について遵守されていない事象が確認された場合。 

（７）その他、公園管理者が公園の安全管理上（災害等により公園を閉園せざるを得ない 

      場合等）、利用させる事が困難であると判断した場合。 
    ２．上記（１）～（６）により利用の取り消しを受けた者（団体）又はそれに準じるものと公

園管理者が判断した者（団体）は、それ以降の野外劇場及び野外コンサート等の利用は許可

しないものとする。 
 
（付 則） 
第10条 平成４年４月１日より施行する。 
        平成22年12月１日より一部改正する。 
        平成23年４月１日より一部改正する。 
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○○○○○ボランティア 

活動規約（ひな形） 

 

第１章 総則 

 

（目 的） 

第１条 本ボランティアは、国営海の中道海浜公園（以下「本公園」という。）において、市民主

体による様々な活動を通し、本公園の魅力や活動の可能性を発見・創造するとともに、そ

れらを多くの人々に伝えていくことにより、魅力的な公園利用の実現と活性化を図るため、

○○○○○を目的として、国営海の中道海浜公園管理センター（以下「海の中道管理セン

ター」という。）が定めるものである。 

 

（名 称） 

第２条 本活動に参加するボランティアは「○○○○○ボランティア」（以下「本会」という。） 

と称する。 

 

（構成及び認定） 

第３条 本会は会員（以下「ボランティア」という。）をもって構成する。 

  ２ ボランティアは、海の中道管理センターが認定し、国土交通省九州地方整備局国営海の 

中道海浜公園事務所（以下「公園事務所」という。）が承諾した者とする。  

 

 

第２章 活動内容 

 

（活動内容） 

第４条 本会の活動内容は次の各号に掲げる活動を行う。 

一 ○○○○に関する活動 

二 ○○○○活動のサポート 

三 ○○○○○ボランティア研修（講師による講習会等）に関する活動 

四 その他、ボランティア活動の運営全般に関すること 

２ 本会の活動にあたっては公園規則を遵守し、公園のボランティアとして相応しい服装、

言動、行動に十分配慮する。 

３ 本会の活動内容については、活動報告を管理センターに提出するものとする。 

 

（活動エリア） 

第５条 本会の活動エリアは、主に○○○とし、本公園供用区域内を原則とする。 

  ２ 講習会等の活動においては、○○○等を利用できるものとする。 

 

（活動日） 

第６条 本会の活動は、予め定めた活動計画に基づき実施することとする。 
  ２ 活動計画日以外の日でも、活動内容規約第４条に基づく活動は随時実施できることとす

る。 

別添１８ 
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第３章 運営体制 
 

（事務局） 

第７条 本会の事務局を海の中道管理センターに置く。 

 

 

（連絡調整） 

第８条 運営においては、事務局が連絡調整を行い、活動の円滑化を図ることとする。 

 

 

第４章  会議 

 

（全体会議） 

第９条 全体会議は、事務局の招集により、必要に応じて年２回程度開催する。 

 

 

第５章  ボランティア証及び貸与物品 

 

（ボランティア証） 

第１０条 ボランティアには、ボランティア証を交付する。 

２ ボランティア証の有効期間は、４月１日より翌年３月31日までとし、必要に応じて更 

新を行う。 

３ ボランティア証の取扱いについては、次の各号に掲げる項目について遵守することと

する。 

      一 登録者の責においてボランティア証を保持し、万一破損・紛失等があった際は 

速やかに事務局に報告しなければならない。 

      二 ボランティア証の使用は登録者本人のみとし、第２章第６条に該当する日以外

に使用してはならない。 

      三 ボランティア証の不正利用が認められた場合は、該当する登録者のボランティ

ア証を没収する。 

      四 ボランティアが本会を退会する際は、ボランティア証を公園に返却しなければ

ならない。 

 

（見本）国営海の中道海浜公園ボランティア証 

【表面】                         【裏面】 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No.○ 

 
国営海の中道海浜公園ボランティア証 
                                            
ボランティア名：○○○○○ボランティア 
 
有効期限 
                         
平成○年○月○日から 
                              
平成○年○月○日まで 

 
 
 
                
発行日 平成○○年○月○日    国営海の中道海浜公園 

会員名 

 
写 真 
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（支給・貸与物品） 

第１１条 活動時のユニフォームとして事務局よりスタッフジャンパー及びネームカードを貸与

する。なお、活動中はスタッフジャンパー及びネームカードの着用を義務づける。 

   ２ 活動に必要な備品（作業道具等）及び諸材料について事前に事務局に協議し、事務局

が必要に応じて支給または貸与する。 

 

 

 

第６章 入園方法の取扱い 
（入園料の取扱い） 

第１２条 本会の活動を目的とするボランティア本人の来園については、管理センターの発行す

るボランティア証を提示することにより、入園料金・駐車料金ともに無料とする。 

 

 

（活動時の入園） 

第１３条 ボランティア活動時の入園口は、主に○○口とし、必要に応じて○○口、○○口のい

ずれかとする。 

 

（車両規則） 

第１４条 本公園内への車両の乗り入れについては、原則認めないものとする。ただし、作業に

あたって材料・機材等を運搬する必要が生じた場合は、事前に事務局と協議し、入園時

間及び走行ルートを調整の上、承諾を得るものとする。 

２ 活動日に車で来園する場合は、本公園の一般駐車場を利用するものとし、駐車場入口 

にてボランティア証を掲示するものとする。 

 

第７章 報酬・賠償等の取扱い 
 

（報酬） 

第１５条 ボランティアへの人件費及び交通費の報酬は支給しないこととする。 

 

（賠償） 

第１６条 ボランティアは、ボランティア活動中の事故等による損害について、海の中道管理セ

ンター及び国土交通省、九州地方整備局及び公園事務所に賠償を求めることは、原則で

きないものとする。ただし、ボランティアに責任が及ばない場合はこの限りではない。 

 

（ボランティア保険） 

第１７条 ボランティアには、ボランティア活動保険に加入することを推奨する。また、加入に

かかる費用は、個人負担とする。 

   ２ ボランティア保険の有効期限はボランティア証と同じ（４月1日より翌３月31日まで） 

とする。 

   ３ ボランティア保険加入の手続きについては、事務局が行うものとする。 

   ４ ボランティア活動中に生じた事故や怪我については、ボランティア保険の適用範囲内 

での対応とする。 
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第８章 退会 
 

（退会） 

第１８条 途中で本会を退会するボランティアは、事前に事務局に報告した上で、書面にてその 

旨を提出する。（書式問わず） 

   ２ 規約違反や不適切な行動と認められる行動があった場合、事務局の判断により公園事 

務所と協議の上、退会を行うものとする。 

 

（貸与物品の返却）   

第１９条 退会する際は、ボランティア証と貸与物品を事務局に返却しなければならない。 

 

 

第９章  その他 
 

（個人情報の取扱い） 

第２０条 ボランティアの個人情報（名前、住所、連絡先）は、個人情報保護法及び海の中道管

理センター個人情報保護方針に則り適切に管理する。個人情報は、ボランティアの認定

及びボランティア証の発行許可にかかる公園事務所への協議、ボランティア保険加入手

続き、活動に関する連絡のためにのみに用い、その他の用途には使用しない。 

 

 

 

付則 

この規約は、平成22年4月１日より施行する。 
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国営海の中道海浜公園 ――――――――――――――――――――
サインマニュアル 

（抄）

別添１９
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国営海の中道海浜公園 ――――――――――――――――――――
グラフィックマニュアル 

（抄）

別添２０
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平成  年  月  日 

海の中道管理センター ●●係 行 
 (０９２－●●●－●●●●)   
 

国営海の中道海浜公園 取材申込書  

 申請社名  

 
 媒体名 

上記「申請者名」と同じ場合は、記入不要 

担 当 者 名  

 申請社 
    住所等 

〒   －      

TEL（   ）   －     FAX（   ）   － 

 取材日時 平成  年  月  日（  ）  時間：●●：●● ～ ●●：●● 

放送・掲載日 平成  年  月  日（  ） 

 放送時間 ●●：●● ～ ●●：●●（    分間） 

  番組名  

放送・掲載エリア 全国ネット ・ローカル（      版） 

 取材場所 □園内 □光と風 □動物の森 □森の家 □プール □ﾜﾝﾀﾞｰﾜｰﾙﾄﾞ □ﾎﾃﾙ □ﾏﾘﾝﾜｰﾙﾄﾞ 
□海の家 □環境共生の森 □その他 

 取材内容  

インタビュー □有（公園スタッフ）  □有（来園者）  □無 
内容： 

 備 考  

 
 

別添２１ 
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パスポートの発行 

公園の利用者に対し 1年間有効な年間パスポート券を発行する。 
なお、以下の料金等については変更する可能性がある。変更する場合は別途通知する。 
 
■対象：一般入園料 
    プールなど公園利用料金があらかじめ含まれているものには利用不可 
 
■料金：大人 4,500円 
    シルバー(65歳以上) 2,100円 
    ※なお、本料金は平成30年度の試行を予定しており、平成 31年度以降については、別途指

示する。 
 
■使用について： 
 年間パスポートは、以下の国営公園で使用し入園が可能である。また発行した公園が以下の国営 
公園であれば、海の中道海浜公園で使用し入園が可能である。 
 1.滝野すずらん丘陵公園 

2.国営みちのく杜の湖畔公園 
3.国営昭和記念公園 
4.国営常陸海浜公園 
5.国営武蔵丘陵森林公園 
6.国営アルプスあづみの公園 
7.国営越後丘陵公園 
8.国営明石海峡公園 
9.国営備北丘陵公園 
10.国営讃岐まんのう公園 
11.国営吉野ヶ里歴史公園 

  
■有効期限：購入日より 1年間 
 
■発行方法： 
公園発券窓口において申し込みを行う。窓口では申込者の顔写真を撮影のうえ、氏名、有効期間、

顔写真、登録番号を記載したカードに硬質フィルム・コーティングしたものを発行する。 
 
■チェック方法： 
 入園ゲートにおいて、顔写真で本人であることをチェックする。 
 
■備考： 
 年間パスポート券の発行に必要な機械費及び材料費については、通常の入園券と同様、公園管理委

託業務の事業者が負担する。 

別添２２ 
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（現業務受託者作成資料）
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防 災 業 務 計 画 書 

 

（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 

 

国土交通省 九州地方整備局 

国営海の中道海浜公園事務所 
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（例） 

                                                        （番 号） 

                                                          平成  年  月  日 

 

海の中道海浜公園管理者 

国土交通省九州地方整備局              

   局長            殿 

申請者 住所 

      氏名 （企業等の団体名）               

（代表者名）       印 

 

都市公園設置管理許可申請書 

 

都市公園法第５条２項の許可を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

  １．設置の目的 海の中道海浜公園において、自動販売機（清涼飲料水等）を設置し、

公園利用者の利便の向上と公園の魅力の向上を図るため。 

２．設置の期間 
自）平成〇年〇月〇日 

至）平成〇年〇月〇日          （〇年間） 

３．設置の場所 別図－○のとおり 

４．設置施設の構造 別紙－○のとおり 

５．設置施設の外観 色彩 白 

規模 別図－○及び別紙面積計算書のとおり 

そのた 前面に海の中道海浜公園のロゴを挿入 

屋外に設置するものについては、夜間、防犯シャッターに

格納する。 

６．設置施設の管理の方法 別添管理運営要領及び安全衛生計画書を遵守する 

７．工事（作業）の実施方法 トラックにより搬入し、人力により設置する。 

設置面の平坦性・水準性を確認の上設置する。 

作業の実施にあたっては、十分に国土交通省と調整を図る。 

８．工事（作業）の着手及び  

完了の時期 
作業着手時期 平成 年 月 日 

作業完了時期 平成 年 月 日 

※作業中は、公園利用者の快適な利用の妨げにならないよう十分な

配慮をおこなう。 

９．都市公園の復旧の方法 原形復旧を基本とし、公園管理者の指示に従う。 

10．その他参考となるべき事項 販売品目及び価格については、別紙－○のとおり 

（例） 

                                                         （番 号） 

別添３６ 

-別添271-



 

                                                          平成  年  月  日 

 

海の中道海浜公園管理者 

国土交通省九州地方整備局              

   局長           殿 

 

申請者 住所 

      氏名 （企業等の団体名）               

（代表者名）       印 

 

都市公園設置管理許可申請書 

 

都市公園法第５条２項の許可を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

   

１．管理の目的 
海の中道海浜公園の便益施設（駐車場）を収益施設として運営する

ため。 

２．管理の期間 自）平成〇年〇月〇日 

至）平成〇年〇月〇日          （〇年間） 

３．管理の場所 別図－○及び面積計算書のとおり 

４．管理の方法 別添管理運営要領及び安全衛生計画書を遵守する 

５．その他参考となるべき事項 施設利用料金については、別紙－○のとおり 
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【平成28年度】

行催事名 場所 占用物件 数量 備考

4/1 ～ 5/8 簡易テント 1

4/1 ～ 5/8 移動販売車 1

4/1 ～ 5/8 簡易テント 1

4/2 ～ 5/8 移動販売車 4

4/1 ～ 5/8 西サイクルセンター前 簡易テント 1

4/2 ～ 5/8 マリン駐車場売店横 移動販売車 2

4/2 ～ 5/8 簡易テント 1

4/2 ～ 5/8 移動販売車 1

4/1 ～ 5/8 西口広場 移動販売車 5

4/1 ～ 5/8 大芝生広場 移動委販売車 4

4/2 ～ 5/8 西口広場 移動販売車 5

5/3 ～ 5/5 動物の森レストハウス 簡易テント 1

4/1 ～ 5/29 ワンダーワールド内 移動販売車 1

4/1 ～ 5/29 ワンダーワールド内 簡易テント 3

4/1 ～ 5/29 ワンダーワールド内 仮設コンテナ 1

4/1 ～ 5/29 ワンダーワールド内 仮設遊具 1

4/1 ～ 6/5 ワンダーワールド内 仮設遊具 1

4/1 ～ 6/5 仮設コンテナ 1

4/1 ～ 6/5 簡易テント 1

Gw繁忙期対策ケータリング 5/2 ～ 5/5 大芝生広場 移動販売車 16

4/29 ～ 5/1 移動販売車 21

4/29 ～ 5/1 仮設テント 6

4/29 ～ 5/1 仮設遊具 1

5/14 ～ 6/5 簡易テント 1

5/14 ～ 6/5 移動販売車 1

5/14 ～ 6/5 パーゴラ下 2

5/14 ～ 6/5 販売スペース 2

5/14 ～ 6/5 子供の広場 簡易テント 1

5/14 ～ 6/5 マリン駐車場売店横 移動販売車 1

5/14 ～ 6/5 西サイクルセンター前 簡易テント 1

野外コンサート 5/14 ～ 5/15 野外劇場 簡易テント 25

スポーツ大会 5/21 ～ 5/22 大芝生広場 簡易テント 2

Color me rad 5/28 野外劇場 簡易テント 6

7/23 ～ 9/11 移動販売車 1

7/23 ～ 9/11 簡易テント 1

7/16 ～ 9/11 簡易テント 1

7/23 ～ 9/11 西サイクルセンター前 簡易テント 1

7/16 ～ 7/31 移動販売車 1

7/16 ～ 7/31 簡易テント 1

7/16 ～ 9/11 マリン駐車場売店横 移動販売車 1

8/1 ～ 9/11 移動販売車 1

8/1 ～ 9/11 簡易テント 1

野外コンサート 7/23 ～ 7/24 野外劇場 簡易テント 27

スポーツ大会 8/6 ～ 8/7 大芝生広場 簡易テント 2

野外コンサート 8/27 野外劇場 簡易テント 22

西口広場

期間

動物の森レストハウス前

子供の広場

花時計横

フラワーピクニック2016

花時計横

春季繁忙期対策

花時計広場

バラ園

臨時物販施設等一覧

グルメイベント 大芝生広場

海の中道駅口

うみなかばらまつり

夏期繁忙期
花時計横

別添３７
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行催事名 場所 占用物件 数量 備考期間

ランニングイベント 9/4 ～ 9/4 光と風の広場 移動販売車 3

アウトドアイベント 9/24 ～ 9/25 光と風の広場 簡易テント 4

トライアスロンフェスタ 9/17 ～ 9/18 プールゲート前 簡易テント 3

9/17 ～ 11/6 簡易テント 1

9/17 ～ 11/6 移動販売車 1

9/17 ～ 11/6 西サイクルセンター前 簡易テント 1

9/17 ～ 11/6 マリン駐車場売店横 移動販売車 1

9/17 ～ 11/6 簡易テント 1

9/17 ～ 11/6 移動販売車 1

9/29 ～ 11/7 仮設コンテナ 1

9/17 ～ 11/6 簡易テント 1

9/17 ～ 11/6 移動販売車 5

10/1 ～ 11/6 大芝生広場 移動販売車 9

10/22 ～ 10/23 大芝生広場 移動販売車 1

9/17 ～ 11/6 移動販売車 1

9/17 ～ 11/6 簡易テント 1

9/17 ～ 11/6 仮設コンテナ 1

9/17 ～ 11/27 仮設遊具 1

10/15 ～ 11/6 パーゴラ下 2

10/15 ～ 11/6 販売スペース 2

10/8 ～ 10/16 大芝生広場 仮設遊具 1

おやこフェスタ 10/15 ～ 10/16 大芝生広場 簡易テント他 37

ウォークイベント 10/29 ～ 10/30 子供の広場 簡易テント 1

秋季繁忙期 11/8 ～ 11/30 花時計広場 仮設コンテナ 1

11/27 簡易テント 5

11/27 移動販売車 1

スポーツ大会 12/3 ～ 12/4 大芝生広場 簡易テント 1

12/23 ～ 12/25 移動販売車 3

12/23 ～ 12/25 簡易テント 1

12/23 ～ 12/25 ワンダーワールド口 簡易テント 7

リレーマラソン大会 1/22 光と風の広場 移動販売車 2

スポーツ大会 2/5 大芝生広場 移動販売車 3

ランニングイベント 2/12 大芝生広場 簡易テント 1

福岡国際クロスカントリー 2/26 大芝生広場 簡易テント 3

3/5 簡易テント 12

3/5 移動販売車 5

第30回はるかぜマラソン大会 3/19 大芝生広場 簡易テント 12

フラワーピクニック2017 3/25 ～ 3/26 簡易テント 1

3/25 ～ 3/26 移動販売車 1

3/25 ～ 3/26 子供の広場 簡易テント 1

3/25 ～ 3/26 西サイクルセンター前 簡易テント 1

3/25 ～ 3/26 簡易テント 1

3/25 ～ 3/26 移動販売車 1

3/25 ～ 3/31 仮設コンテナ 1

3/18 ～ 3/31 ワンダーワールド 仮設遊具 1

3/25 ～ 3/26 西口広場 移動販売車 2

花時計横

クリスマスキャンドルナイト

福岡県民さわやかマラソン

動物の森レストハウス前

バラ園

ワンダーワールド

大芝生広場

秋季繁忙期

スイーツマラソン大会

野外劇場

大芝生広場

動物の森レストハウス前

花時計横

子供の広場
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臨時物販施設等一覧

【平成29年度】

行催事名 場所 占用物件 数量 備考

4/1 ～ 5/7 簡易テント 1

4/1 ～ 5/7 移動販売車 1

4/1 ～ 5/7 簡易テント 1

4/1 ～ 5/7 移動販売車 4

4/1 ～ 5/7 西サイクルセンター前 簡易テント 1

4/15 ～ 5/7 マリン駐車場売店横 仮設コンテナ 1

4/1 ～ 5/7 マリン駐車場売店横 移動販売車 1

4/1 ～ 5/7 簡易テント 1

4/1 ～ 5/7 移動販売車 1

4/1 ～ 5/7 西口広場 移動販売車 4

4/1 ～ 5/7 大芝生広場 移動委販売車 4

4/29 ～ 5/5 花時計広場 簡易テント 1

4/1 ～ 5/28 ワンダーワールド内 仮設遊具 1

4/1 ～ 5/7 ワンダーワールド内 仮設遊具 1

4/1 ～ 6/25 仮設コンテナ 1

4/15 ～ 6/4 簡易テント 1

4/28 ～ 5/7 大芝生広場 仮設遊具 1

5/3 ～ 5/7 移動販売車 31

5/3 ～ 5/7 仮設テント 5

5/13 ～ 6/4 簡易テント 1

5/13 ～ 6/4 移動販売車 1

5/13 ～ 6/4 パーゴラ下 2

5/13 ～ 6/4 販売スペース 2

5/13 ～ 6/4 子供の広場 簡易テント 1

5/13 ～ 6/4 マリン駐車場売店横 移動販売車 1

5/14 ～ 6/4 西サイクルセンター前 簡易テント 1

5/13 パノラマ広場 移動販売車 12

5/13 パノラマ広場 簡易テント 4

野外コンサート 5/20 野外劇場 簡易テント 25

スポーツ大会 6/10 ～ 6/11 大芝生広場 簡易テント 2

7/2 光と風の広場 移動販売車 4

7/2 光と風の広場 簡易テント 5

7/1 ～ 9/30 花時計横 仮設コンテナ 1

7/15 ～ 9/10 移動販売車 1

7/15 ～ 9/10 簡易テント 1

7/15 ～ 9/10 簡易テント 1

7/15 ～ 9/10 西サイクルセンター前 簡易テント 1

7/15 ～ 7/31 移動販売車 1

7/15 ～ 7/31 簡易テント 1

7/15 ～ 9/10 マリン駐車場売店横 移動販売車 1

8/1 ～ 9/10 移動販売車 1

8/1 ～ 9/10 簡易テント 1

8/11 ～ 8/15 マリンワールド前 移動販売車 3

野外コンサート 7/22 ～ 7/23 野外劇場 簡易テント 38

スポーツ大会 7/15 ～ 7/16 大芝生広場 簡易テント 2

西口広場

花時計横

海の中道駅口

芸術花火

期間

フラワーピクニック2017

動物の森レストハウス前

子供の広場

花時計横

花時計横

グルメイベント 大芝生広場

うみなかばらまつり

花時計広場

バラ園

夏期繁忙期

春季繁忙期対策

トライアスロン
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行催事名 場所 占用物件 数量 備考期間

アウトドアイベント 9/23 ～ 9/24 光と風の広場 簡易テント 4

トライアスロンフェスタ 9/17 ～ 9/18 プールゲート前 簡易テント 3

9/16 ～ 11/5 簡易テント 1

9/16 ～ 11/5 移動販売車 1

9/16 ～ 11/5 西サイクルセンター前 簡易テント 1

9/30 ～ 11/5 マリン駐車場売店横 移動販売車 1

9/16 ～ 11/5 簡易テント 1

9/16 ～ 11/5 移動販売車 1

10/1 ～ 11/26 仮設コンテナ 1

9/16 ～ 11/5 簡易テント 1

9/30 ～ 11/5 移動販売車 7

9/16 ～ 11/26 ワンダーワールド内 仮設遊具 1

10/21 ～ 11/5 パーゴラ下 2

10/21 ～ 11/5 販売スペース 2

スポーツイベント 10/1 大芝生広場 簡易テント 1

ウォークイベント 10/7 大芝生広場 簡易テント 2.5

10/14 ～ 10/15 大芝生広場 簡易テント 23

10/14 ～ 10/15 大芝生広場 移動販売車 5

ウォークイベント 10/28 西口広場 簡易テント 7

ウォークイベント 10/29 子供の広場 簡易テント 1

11/26 簡易テント 4

11/26 移動販売車 1

スポーツ大会 12/2 ～ 12/3 大芝生広場 簡易テント 1

12/23 ～ 12/25 移動販売車 3

12/23 ～ 12/25 簡易テント 4

12/23 ～ 12/25 ワンダーワールド口 簡易テント 6

福岡国際クロスカントリー 2/25 大芝生広場 簡易テント 3

第31回はるかぜマラソン大会 3/18 大芝生広場 簡易テント 11

フラワーピクニック2018 3/24 ～ 3/31 簡易テント 1

3/24 ～ 3/31 移動販売車 1

3/24 ～ 3/31 子供の広場 簡易テント 1

3/24 ～ 3/31 西サイクルセンター前 簡易テント 1

3/24 ～ 3/31 簡易テント 1

3/24 ～ 3/31 移動販売車 1

3/17 ～ 3/31 仮設コンテナ 1

3/24 ～ 3/31 マリン駐車場売店横 移動販売車 2

3/17 ～ 3/31 ワンダーワールド 仮設遊具 1

3/24 ～ 3/31 西口広場 移動販売車 6

秋季繁忙期

動物の森レストハウス前

花時計横

子供の広場

バラ園

動物の森レストハウス前

花時計横

おやこフェスタ＆フードイベント

福岡県民さわやかマラソン 大芝生広場

クリスマスキャンドルナイト
野外劇場
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収益施設運営対象区域図 
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別紙１ 自動販売機構造図

【屋内】
３０セレ ３６セレ ４２セレ

120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm

69mm 69mm 62mm

パック アイス スナック菓子

120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm

11mm 3mm 63mm

【屋外】
３０セレ ３６セレ ４２セレ

120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm

パック アイス

120mm 120mm 120mm 120mm

211mm

【屋外(庇付）】
３０セレ ３６セレ ４２セレ

120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm

400㎜ 400㎜ 400㎜

800mm
797mm

土台
自販機本体

土台

1097ｍｍ

857mm

900mm
837mm

土台

1240ｍｍ

1000mm

自販機本体
土台土台

1595ｍｍ

1000mm

838mm

土台

自販機本体
土台

162mm シャッター格納

1355mm

1595ｍｍ

1355mm

900mm
838mm

土台
自販機本体

土台

1400ｍｍ

土台

800mm

1421ｍｍ

1181mm

800mm
731mm

土台
自販機本体

土台

1000mm 土台

731mm
土台

800mm
789mm

731mm

269mm

1109ｍｍ

1160mm

1421ｍｍ

1181mm

1000mm

731mm

土台

自販機本体
土台

269mm シャッター格納

1160mm

土台

1109ｍｍ

自販機本体

自販機本体

シャッター格納

1400ｍｍ

自販機本体
土台

869mm

土台

203mm シャッター格納
シャッター格納

869mm

1000mm
789mm

土台
自販機本体

土台

1595ｍｍ

1160mm 1181mm 1355mm

1240ｍｍ

1000mm

1000mm

797mm

土台

自販機本体

土台

731mm

土台

自販機本体

1400ｍｍ 1421ｍｍ

土台

269mm シャッター格納 269mm シャッター格納 162mm シャッター格納

自販機本体
土台

838mm

庇

1400mm

庇 庇

1400mm 1400mm
土台

自販機本体
土台

731mm
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表 指定する既存施設一覧 

公園施設の名称 
許可予定面積
（㎡） 

1 
飲食・物販
施設 

① 子供の広場休憩所レストラン及び売店（ワンダーシャトル） 2,310 
② 大芝生広場レストハウス内売店 146 
③ マリンワールド駐車場横売店 38 

④ 
アニマルミュージアムショップ 
（動物の森レストハウス内） 

11 

⑤ プール内売店Ａ 159 

⑥ プール内売店Ｂ 80 

⑦ プール内売店Ｃ 82 

2 
サンシャイ
ンプール 

① プール、管理棟、ロッカー棟等 92,243 

3 
小型遊戯施
設 

① 
Ｆ１バッテリーカー、ミニＳＬ、エジプト迷路、ゴーカー
ト、日本の名車歴史館 

13,279 

4 
園内交通施

設 
① 園内交通車両、車庫、停留所 177 
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新たな官民連携事業と本業務との関連について 

 
 
・本公園においては、「海の中道海浜公園 官民連携による魅力向上推進方針」

を 2019 年 3 月に策定し、2019 年夏頃に、B 地区光と風の広場周辺エリアを

中心とした場所を対象に、民間事業者による新たな事業（以下、「官民連携事

業」という。）の公募を予定しています。 
 
・官民連携事業で公募を予定している範囲は、本業務の業務範囲に含まれている

ため、公募の結果、官民連携事業の実施が決まった場合、官民連携事業の内容

に応じて本業務の契約変更を行う予定です。なお、事業者の選定後も、官民連

携事業の事業内容等が確定し、契約が変更されるまでは当初の契約に基づき

事業を行って頂きます。 
 
・また、公募の結果、提案が特定されない場合など、本業務の業務期間内で官民

連携事業が実施されなくなった場合は、本公募にて示している各種仕様書等

に基づき事業を行って頂きます。 
 
【想定される契約変更の内容】 

・現時点では契約変更の内容等を具体的にお示しできませんが、提案内容に応じ

て、運営維持管理業務の業務範囲や管理数量、各種仕様書等の変更及びそれに

伴う委託契約額の変更、収益施設の使用料の変更等が想定されます。 
  
想定される契約等の変更例） 
・官民連携事業者が現在芝生である場所に新たに施設を設置し、周辺を管理す

ることとなった場合、それに伴う当該面積分の植物管理数量及び委託費の減

額変更 
・官民連携事業者が現在デイキャンプ場である場所において新たに事業を行

うこととなった場合、デイキャンプ場に係る規定書の記載の削除及び当該施

設使用料の納付を不要とする変更 
等 

 
【契約変更等の時期の目安】 

・現時点では、2019 年夏頃に事業者の公募、冬頃に事業者の選定を予定してお

別添４２ 
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り、その後事業者との事業内容等に係る調整を行う予定です。当該調整に基づ

き事業内容や範囲が確定した後に契約変更を行うことになるため、契約変更

の時期は明確にできませんが、現時点では、概ね 2020 年度の中頃を想定して

います。 
 
【その他留意事項等】 
・官民連携事業の開始前に、本業務と官民連携事業のそれぞれの管理範囲やゴミ

の収集等の責任の所在について、国、本業務の受託者、官民連携事業者との間

で三者協定を締結して頂くことを予定しています。なお、協定事項については

三者の協議により定めることとします。 
・本業務の受託者が、光と風の広場周辺において、官民連携事業の開始後も引き

続きイベント等を行う場合は、官民連携事業者等との調整が必要となる場合

があります。 
・本業務と官民連携事業の円滑な実施のため、本事業の受託者には、官民連携事

業の事業内容等の調整の際、必要に応じてご相談させて頂く場合がございま

すので、その際はご協力下さい。 
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海の中道海浜公園 

官民連携による魅力向上推進方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年 ３月 

国土交通省 九州地方整備局  
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1. 背景 

海の中道海浜公園（以下、「本公園」とい

う。）は、広大で良好な自然環境を有する、

玄界灘と博多湾を隔てて志賀島へ伸びる半島

「海の中道」において、北部九州における広

域的なレクリエーション利用、「白砂青松」

の良好な自然環境の保全等を目的に整備・管

理運営を行っている国営公園です。 

計画面積約539haというスケールメリット

を最大限活かした公園利用を促進するため、国による広場や花修景、遊具等の整備のほ

か、昭和 56 年に創設された特定公園施設制度1や平成 11 年に成立した PFI 法に基づく

PFI 事業などを活用した民間事業者等によるプール、水族館、ホテル等の整備、運営を

組み合わせ、官民連携により多様なレクリエーションを提供してきました。 

 

 

 

 

 

このように、本公園は、国と民間とがそれぞれの得意分野で力を発揮し、連携するこ

とで発展してきました。今後も、変化し、多様化し続けるレクリエーションニーズに柔

軟に対応し、より一層多くの方に利用され、満足頂ける公園となるためには、官民連携

による取組を更に加速させていくことが不可欠です。 

2. 目的 

本公園の魅力をより一層向上させる新たな官民連携の取組を推進することを目的とし

て、パートナーである民間事業者との連携をより一層加速するための方針を整理するも

のです。 

3. 位置付け 

本方針は、本公園全体の整備・管理運営の計画を定めた「海の中道海浜公園整備・管理

運営プログラム」（平成 29 年 3 月）における「PPP/PFI の活用」を具体的に推進する

ためにとりまとめたものです。 

                                                  
1 特定公園施設制度：国営公園において高度なサービスを提供する有料施設を住宅・都市整備公団（現都市再生

機構）が財政投融資資金等を活用して整備する制度。平成 16 年に廃止。 

国 民間 
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4. 官民連携による魅力向上推進方針 

4.1. 現状分析 

官民連携による魅力向上の新たな取組を推進するにあたり、まず本公園のポテンシャ

ルとその発揮状況を把握するため、本公園の現状の強み、課題等について整理、分析を

行いました。 

主な強み、課題は以下の通りです。多様なレクリエーションを提供することで多くの

方に利用頂いているものの、利用者層、利用地区の偏り等の課題もあり、まだより一層

多くの方にご利用頂けるポテンシャルがあると考えています。 

 

〔主な強み〕 

  ○年間約 200 万人が訪れるなど、集客力が高い 

○特にファミリー層に人気が高い 

○多様な施設（動物の森、バラ園、大芝生広場、サンシャインプール、水族館等）に

よる多様なレクリエーションの提供 

〔主な課題〕 

  ○ファミリー層以外の利用者にとっても魅力的な公園としていくことが必要 

○海浜公園でありながら、その立地、資源を十分活かしたレクリエーション等を十分

提供できていない 

○利用が一部のエリア（主に C 地区）に集中 

等  

   ※現状分析の詳細な結果は「資料編 p.5～24」参照 

 

4.2. マーケットサウンディングの実施 

4.1 の分析結果も参考に、民間事業者の視点から見た本公園のポテンシャルを活かし

た事業の実現可能性を探るため、マーケットサウンディングを実施しました。 

その主な結果は以下の通りで、B 地区を中心に、園内のいくつかの場所において民間

事業者による新たな事業が実施できるポテンシャルがあることが確認できました。 

 

〔参加者〕 

  ○参加事業者説明会の参加者 17 社・グループ 

○個別対話の参加者   9 社・グループ 
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〔主な事業提案内容〕 

 ○B 地区への提案が最も多く、その他、C地区への提案がありました 

 

 

【地区ごとの民間事業者からの提案件数】 

 

○B 地区への提案：オートキャンプ、グランピング、テーマ型ホテル、会員制リゾー

トホテル、運動を含めたレクリエーション施設、マリンスポーツ施設 等 

○C地区への提案：大型テーマパーク、ロードサイド店舗、マリンスポーツ施設、遊

戯施設・プールなど既存施設の改修 等 

 

※マーケットサウンディング結果の詳細は「資料編 p.25～26」参照 
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4.3. 官民連携による魅力向上推進方針 

4.1 及び 4.2 を踏まえ、官民連携による魅力向上の新たな取組を推進させるための方

針として以下の 4 つを整理しました。 

1） 海の中道のポテンシャルを活かした個性ある魅力の継承、強化 

本公園は、福岡市中心部に近い位置にありながら、玄界

灘と博多湾に挟まれた豊かな自然資源、広大なレクリエー

ション空間等の魅力を有しています。 

これらの魅力を将来に継承し、強化していくという本公

園の目的を達成するための Win-Win のパートナーとして

民間事業者との連携を加速させるとともに、地域・自治体と一体となって、本公園及

び周辺の魅力向上の取組をより一層進めます。 

2） 不断の新陳代謝による継続的な魅力向上 

本公園は、これまでも様々な官民連携手法を活用してきましたが、今後も平成 29

年の都市公園法改正により創設された公募設置管理制度（Park－PFI）など、新たな

官民連携の制度等を活用し、常に新しい魅力を継続的に発信していきます。 

具体的には、十分魅力を発揮できていないエリアの利用促進や、施設の老朽化・陳

腐化を踏まえたリニューアルの際に、積極的に民間事業者のアイデアやノウハウを

活用し、官民連携による園内施設の継続的な新陳代謝を進めていきます。 

3） 計画段階からの民間事業者の意見の反映 

本公園において今後新たな施設を整備する際には、ま

ず PPP/PFI 手法が活用できないか検討します。 

また、施設の再整備、再編等を計画する際にも、計画・

構想段階から民間事業者の意見を聴きながら検討するな

ど、計画の早い段階からの民間事業者との対話を推進す

ることで、民間事業者にとって参入しやすく、公園管理者にとっても効率的な整備

を目指します。 

4） 各主体が有機的に機能し、相乗効果を高める体制の確保 

官民連携の推進にあたっては、公園内の施設の運営者

が増えることで、全体として非効率とならないよう、主

体が多くなりすぎないような事業範囲の検討や、各主体

が連携することでより相乗効果が高まるような体制の

確保を併せて検討していきます。 
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【参考：本公園における官民連携による魅力向上の推進イメージ】 
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5. 方針の具体化に向けた取組 

4.3 の方針に基づく取組を具体的に進めるため、「早期に実現を目指す取組」と「長期的

な取組」とに分けて検討を進めます。 

早期に実現を目指す取組は、公園管理者として特に早期に魅力向上が必要と考えている

場所、事業内容であり、かつ民間事業者にとっても事業性のあることがある程度確認でき

る場所、事業から実施します。 

長期的な取組は、すぐに実現することが困難であるものの、長期的に課題を解決しなが

ら実現を目指す取組であり、公園の将来像を見据えつつ、官民連携による魅力向上の可能

性を今後も継続的に検討していきます。 

5.1. 早期に実現を目指す取組 

現在、本公園は年間約 200 万人の方にご利用頂いていますが、利用者の多くは動物の

森やバラ園、水族館等のある C 地区に集中しています。そして、本公園の立地の特徴で

ある博多湾、玄界灘という 2 つの海に面した地区である B 地区、D 地区は十分利用頂い

ていないのが現状であり、今後利用者を更に増加させていくためには、当該エリアの利

用促進が極めて重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、マーケットサウンディングの結果、B 地区を拠点とした事業は早期に実現でき

る可能性が高いことが確認できました。 

このため、本公園のポテンシャルを活かした新たな魅力を付加し、より一層の利用促

進を図るため、B 地区を拠点としつつ、D 地区など他地区へも拡がりのある事業の早期実

現を目指します。 

具体的には、2019 年夏頃に、以下のような事業を公募できるよう、検討を進めます。

なお、事業内容等はあくまで現時点での案であり、今後変更の可能性があります。 
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 想定している事業内容 

海の中道を遊び尽くすための滞在型レクリエーション拠点の整備、運営※ 

※「別添」に示すイメージ参照  

 

 事業の公募対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業の基本的方向性 

① 本公園のポテンシャルを活かした個性ある魅力の強化 

本公園の玄界灘と博多湾に挟まれた海浜公園としての豊かな自然資源、広大な

空間といった固有のポテンシャルを活かして新たな魅力を付加する事業であ

ること。 

② 既存の魅力の維持・継承 

本公園の基本理念に即し、これまで守ってきた自然や整備してきた施設等本公

園の既存の魅力を損なわず、維持・継承する事業であること。また、既存の事

業者との協力・連携等により、公園利用者の利便向上に資する運営を行うこと。 

③ 自然や健康といったテーマを中心とした事業展開 

環境との共生、自然との触れあい、心身のリフレッシュ、健康と活力を育むと

いった B 地区のコンセプトと調和した事業であること。 

 

   ※さらに、ファミリー層だけでない新たな利用者層の増加につながる観点も有す

る事業が望ましい 

 

 事業スケジュール 

2019 年度夏頃：事業者の公募（冬頃：事業者の選定） 

2020 年度：協定締結、事業準備 

2021 年度以降：事業開始 

 

 事業方式及び事業期間 

Park-PFI（20 年間） 
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5.2. 長期的な取組 

マーケットサウンディングでは、実現には様々な課題の解決が必要などの理由により

早期に実現は難しいものの、B 地区以外の他の場所においても官民連携による事業を実

施できる可能性を確認できました。 

また、今後整備を行う未供用の区域においても、整備内容の具体化の過程で民間事業

者の意見を伺っていくことで、より魅力的な公園を効率的に整備していきたいと考えて

います。 

このため、上記の早期に実現を目指す取組をリーディングプロジェクトとして進めつ

つ、他の場所でも官民連携による魅力向上の取組を連鎖的に展開できるよう、以下の取

組を実施し、常にどこかで新たな魅力が生まれ続けるような公園を目指します。 

1） 民間活力を活用するエリアのゾーニングの検討 

本公園の自然環境を保全しつつ、更なる利用促進を図るため、民間事業者と連携し

て積極的に利用を促進するエリア、自然環境の保全等を重視するエリアなどのゾー

ニングの検討を進めます。 

検討にあたっては、マーケットサウンディング時の提案のほか、必要に応じて社会

実験等の実施による事業性の確認等を行いながら、具体的な場所、事業内容等を整

理していきます。 

2） 施設の更新時期等を踏まえた長期的、継続的な魅力向上の取組の推進 

現在は魅力を発揮しているエリア、施設であっても、今後老朽化・陳腐化等により

魅力が低下する可能性もあります。特に現在利用の中心となっている C 地区は、昭

和 56 年の開園当初に整備された施設も多く、長期的には、施設の老朽化、ニーズの

変化等に応じた大規模リニューアル等を想定した検討も必要となってきます。 

このため、施設の更新時期や利用ニーズの動向等を踏まえ、1)で整理したエリア毎

に官民連携による再整備等を実施するタイミング、優先順位等を整理し、長期的か

つ継続的に魅力向上の取組を推進していきます。 

3） 園内の交通アクセスの改善の検討 

本公園は計画面積約 539ha と広大であり、供用区域が増えるに従って各施設相互

間の円滑な交通アクセスを如何に確保するかが課題となっていきます。 

特に D 地区において事業を行うためには、交通アクセスの改善が必要という民間

事業者の意見も多かったことから、園内のそれぞれのエリアが有するポテンシャル

を引き出すという観点も含めて、園内の交通アクセスをより改善できないか検討し

ます。 
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